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参考資料 

 

景観法 
（平成十六年六月十八日法律第百十号） 

最終改正：平成一八年一二月二〇日 

法律第一一四号 

 

第一章 総則（第一条―第七条） 

 

第二章 景観計画及びこれに基づく措置  

第一節 景観計画の策定等（第八条―第十五

条）  

第二節 行為の規制等（第十六条―第十八条）  

第三節 景観重要建造物等  

第一款 景観重要建造物の指定等（第十九条

―第二十七条）  

第二款 景観重要樹木の指定等（第二十八条

―第三十五条）  

第三款 管理協定（第三十六条―第四十二

条）  

第四款 雑則（第四十三条―第四十六条） 

第四節 景観重要公共施設の整備等（第四十七

条―第五十四条） 

第五節 景観農業振興地域整備計画等（第五十

五条―第五十九条） 

第六節 自然公園法の特例（第六十条）  

 

第三章 景観地区等  

第一節 景観地区  

第一款 景観地区に関する都市計画（第六十

一条）  

第二款 建築物の形態意匠の制限（第六十二

条―第七十一条）  

第三款 工作物等の制限（第七十二条・第七

十三条）  

第二節 準景観地区（第七十四条・第七十五条） 

第三節 地区計画等の区域内における建築物

等の形態意匠の制限（第七十六条）  

第四節 雑則（第七十七条―第八十条）  

 

第四章 景観協定（第八十一条―第九十一条） 

第五章 景観整備機構（第九十二条―第九十六

条）  

第六章 雑則（第九十七条―第九十九条）  

第七章 罰則（第百条―第百七条） 

 附則  

   第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、我が国の都市、農山漁村等

における良好な景観の形成を促進するため、景

観計画の策定その他の施策を総合的に講ずる

ことにより、美しく風格のある国土の形成、潤

いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で

活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生

活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全

な発展に寄与することを目的とする。  

（基本理念）  

第二条  良好な景観は、美しく風格のある国土の

形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不

可欠なものであることにかんがみ、国民共通の

資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を

享受できるよう、その整備及び保全が図られな

ければならない。  

２  良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と

人々の生活、経済活動等との調和により形成さ

れるものであることにかんがみ、適正な制限の

下にこれらが調和した土地利用がなされるこ

と等を通じて、その整備及び保全が図られなけ

ればならない。  

３  良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関

連するものであることにかんがみ、地域住民の

意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色

の伸長に資するよう、その多様な形成が図られ

なければならない。  

４  良好な景観は、観光その他の地域間の交流の

促進に大きな役割を担うものであることにか

んがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共

団体、事業者及び住民により、その形成に向け

て一体的な取組がなされなければならない。  

５  良好な景観の形成は、現にある良好な景観を

保全することのみならず、新たに良好な景観を

創出することを含むものであることを旨とし

て、行われなければならない。  

（国の責務）  

第三条  国は、前条に定める基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、良好な景観の

形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。  
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２  国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知

識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の

理解を深めるよう努めなければならない。  

（地方公共団体の責務）  

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、

良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な

役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的

諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責

務を有する。  

（事業者の責務）  

第五条  事業者は、基本理念にのっとり、土地の

利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に

自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する良好な景観の形成に関する施策に協力

しなければならない。  

（住民の責務）  

第六条  住民は、基本理念にのっとり、良好な景

観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形

成に積極的な役割を果たすよう努めるととも

に、国又は地方公共団体が実施する良好な景観

の形成に関する施策に協力しなければならな

い。  

（定義等）  

第七条  この法律において「景観行政団体」とは、

地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）

第二百五十二条の十九第一項 の指定都市（以

下この項において「指定都市」という。）の区

域にあっては指定都市、同法第二百五十二条の

二十二第一項 の中核市（以下この項において

「中核市」という。）の区域にあっては中核市、

その他の区域にあっては都道府県をいう。ただ

し、指定都市及び中核市以外の市町村であって、

都道府県に代わって第二章第一節から第四節

まで、第四章及び第五章の規定に基づく事務を

処理することにつきあらかじめその長が都道

府県知事と協議し、その同意を得た市町村の区

域にあっては、当該市町村をいう。  

２  この法律において「建築物」とは、建築基準

法 （昭和二十五年法律第二百一号）第二条第

一号 に規定する建築物をいう。  

３  この法律において「屋外広告物」とは、屋外

広告物法 （昭和二十四年法律第百八十九号）

第二条第一項 に規定する屋外広告物をいう。  

４  この法律において「公共施設」とは、道路、

河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他政

令で定める公共の用に供する施設をいう。  

５  この法律において「国立公園」とは自然公園

法（昭和三十二年法律百六十一号）第二条第二

号に規定する国立公園を、「国定公園」とは同

条第三号に規定する国定公園をいう。  

６  この法律において「都市計画区域」とは都市

計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条第

二項 に規定する都市計画区域を、「準都市計

画区域」とは同項 に規定する準都市計画区域

をいう。  

７  第一項ただし書の規定により景観行政団体

となる市町村は、当該規定に基づき景観行政団

体となる日の三十日前までに、国土交通省令・

農林水産省令・環境省令で定めるところにより、

その旨を公示しなければならない。  

   第二章 景観計画及びこれに基づく措置  

    第一節 景観計画の策定等  

（景観計画）  

第八条  景観行政団体は、都市、農山漁村その他

市街地又は集落を形成している地域及びこれ

と一体となって景観を形成している地域にお

ける次の各号のいずれかに該当する土地（水面

を含む。以下この項、第十一条及び第十四条第

二項において同じ。）の区域について、良好な

景観の形成に関する計画（以下「景観計画」と

いう。）を定めることができる。  

一  現にある良好な景観を保全する必要がある

と認められる土地の区域  

二  地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の

特性にふさわしい良好な景観を形成する必要

があると認められる土地の区域  

三  地域間の交流の拠点となる土地の区域であ

って、当該交流の促進に資する良好な景観を形

成する必要があると認められるもの  

四  住宅市街地の開発その他建築物若しくはそ

の敷地の整備に関する事業が行われ、又は行わ

れた土地の区域であって、新たに良好な景観を

創出する必要があると認められるもの  

五  地域の土地利用の動向等からみて、不良な景

観が形成されるおそれがあると認められる土

地の区域  

２  景観計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。  

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」とい

う。）  

二  景観計画区域における良好な景観の形成に

関する方針  

三  良好な景観の形成のための行為の制限に関

する事項  

四  第十九条第一項の景観重要建造物又は第二

十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当



参考―3 

該景観計画区域内にこれらの指定の対象とな

る建造物又は樹木がある場合に限る。）  

五  次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成の

ために必要なもの  

イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する

物件の設置に関する行為の制限に関する事項 

ロ 当該景観計画区域内の道路法 （昭和二十七年

法律第百八十号）による道路、河川法 （昭和

三十九年法律第百六十七号）による河川、都市

公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）によ

る都市公園、海岸保全区域等（海岸法 （昭和

三十一年法律第百一号）第二条第三項 に規定

する海岸保全区域等をいう。以下同じ。）に係

る海岸、港湾法 （昭和二十五年法律第二百十

八号）による港湾、漁港漁場整備法 （昭和二

十五年法律第百三十七号）による漁港、自然公

園法 による公園事業（国又は同法第九条第二

項 に規定する公共団体が執行するものに限

る。）に係る施設その他政令で定める公共施設

（以下「特定公共施設」と総称する。）であっ

て、良好な景観の形成に重要なもの（以下「景

観重要公共施設」という。）の整備に関する事

項 

ハ 景観重要公共施設に関する次に掲げる基準で

あって、良好な景観の形成に必要なもの 

（１） 道路法第三十二条第一項 又は第三項 の

許可の基準 

（２） 河川法第二十四条 、第二十五条、第二十

六条第一項又は第二十七条第一項（これらの規

定を同法第百条第一項 において準用する場合

を含む。）の許可の基準 

（３） 都市公園法第五条第一項 又は第六条第一

項 若しくは第三項 の許可の基準 

（４） 海岸法第七条第一項 、第八条第一項、第

三十七条の四又は第三十七条の五の許可の基

準 

（５） 港湾法第三十七条第一項 の許可の基準 

（６） 漁港漁場整備法第三十九条第一項 の許可

の基準 

ニ 第五十五条第一項 の景観農業振興地域整備

計画の策定に関する基本的な事項 

ホ 自然公園法第十三条第三項 、第十四条第三項

又は第二十四条第三項の許可（政令で定める行

為に係るものに限る。）の基準であって、良好

な景観の形成に必要なもの（当該景観計画区域

に国立公園又は国定公園の区域が含まれる場

合に限る。） 

六  その他国土交通省令・農林水産省令・環境省

令で定める事項  

３  前項第三号の行為の制限に関する事項には、政

令で定める基準に従い、次に掲げるものを定めな

ければならない。  

一  第十六条第一項第四号の条例で同項の届出

を要する行為を定める必要があるときは、当該

条例で定めるべき行為  

二  次に掲げる制限であって、第十六条第三項若

しくは第六項又は第十七条第一項の規定によ

る規制又は措置の基準として必要なもの  

イ 建築物又は工作物（建築物を除く。以下同じ。）

の形態又は色彩その他の意匠（以下「形態意匠」

という。）の制限 

ロ 建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低

限度 

ハ 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最

低限度 

ニ その他第十六条第一項の届出を要する行為ご

との良好な景観の形成のための制限 

４  景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、

近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道

総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画

又は地方計画に関する法律に基づく計画及び

道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関す

る国の計画との調和が保たれるものでなけれ

ばならない。  

５  景観計画は、環境基本法 （平成五年法律第

九十一号）第十五条第一項 に規定する環境基

本計画（当該景観計画区域について公害防止計

画が定められているときは、当該公害防止計画

を含む。）との調和が保たれるものでなければ

ならない。  

６  都市計画区域について定める景観計画は、都

市計画法第六条の二第一項 の都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針に適合するものでな

ければならない。  

７  市町村である景観行政団体が定める景観計

画は、議会の議決を経て定められた当該市町村

の建設に関する基本構想に即するとともに、都

市計画区域又は準都市計画区域について定め

るものにあっては、都市計画法第十八条の二第

一項 の市町村の都市計画に関する基本的な方

針に適合するものでなければならない。  

８  景観計画に定める第二項第五号ロ及びハに

掲げる事項は、景観重要公共施設の種類に応じ

て、政令で定める公共施設の整備又は管理に関

する方針又は計画に適合するものでなければ

ならない。  

９  第二項第五号ニに掲げる事項を定める景観

計画は、同項第一号、第二号及び第五号ニに掲

げる事項並びに同項第六号に掲げる事項のう
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ち農林水産省令で定める事項に係る部分につ

いては、農業振興地域の整備に関する法律（昭

和四十四年法律第五十八号）第四条第一項の農

業振興地域整備基本方針に適合するとともに、

市町村である景観行政団体が定めるものにあ

っては、農業振興地域整備計画（同法第八条第

一項の規定により定められた農業振興地域整

備計画をいう。以下同じ。）に適合するもので

なければならない。  

１０  景観計画に定める第二項第五号ホに掲げ

る事項は、自然公園法第二条第五号 に規定す

る公園計画に適合するものでなければならな

い。  

（策定の手続）  

第九条  景観行政団体は、景観計画を定めようと

するときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民

の意見を反映させるために必要な措置を講ず

るものとする。  

２  景観行政団体は、景観計画を定めようとする

ときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係

る部分について、あらかじめ、都道府県都市計

画審議会（市町村である景観行政団体に市町村

都市計画審議会が置かれているときは、当該市

町村都市計画審議会）の意見を聴かなければな

らない。  

３  都道府県である景観行政団体は、景観計画を

定めようとするときは、あらかじめ、関係市町

村の意見を聴かなければならない。  

４  景観行政団体は、景観計画に前条第二項第五

号ロ又はハに掲げる事項を定めようとすると

きは、あらかじめ、当該事項について、国土交

通省令・農林水産省令・環境省令で定めるとこ

ろにより、当該景観重要公共施設の管理者（景

観行政団体であるものを除く。）に協議し、そ

の同意を得なければならない。  

５  景観行政団体は、景観計画に前条第二項第五

号ホに掲げる事項を定めようとするときは、あ

らかじめ、当該事項について、国立公園等管理

者（国立公園にあっては環境大臣、国定公園に

あっては都道府県知事をいう。以下同じ。）に

協議し、その同意を得なければならない。  

６  景観行政団体は、景観計画を定めたときは、

その旨を告示し、国土交通省令・農林水産省

令・環境省令で定めるところにより、これを当

該景観行政団体の事務所において公衆の縦覧

に供しなければならない。  

７  前各項の規定は、景観行政団体が、景観計画

を定める手続に関する事項（前各項の規定に反

しないものに限る。）について、条例で必要な

規定を定めることを妨げるものではない。  

８  前各項の規定は、景観計画の変更について準

用する。  

（特定公共施設の管理者による要請）  

第十条  特定公共施設の管理者は、景観計画を策

定し、又は策定しようとする景観行政団体に対

し、当該景観計画に係る景観計画区域（景観計

画を策定しようとする景観行政団体に対して

は、当該景観行政団体が策定しようとする景観

計画に係る景観計画区域となるべき区域）内の

当該管理者の管理に係る特定公共施設につい

て、これを景観重要公共施設として当該景観計

画に第八条第二項第五号ロ又はハに掲げる事

項を定めるべきことを要請することができる。

この場合においては、当該要請に係る景観計画

の部分の素案を添えなければならない。  

２  景観計画に定められた景観重要公共施設の

管理者は、景観行政団体に対し、当該景観計画

について、第八条第二項第五号ロ又はハに掲げ

る事項の追加又は変更を要請することができ

る。前項後段の規定は、この場合について準用

する。  

３  景観行政団体は、前二項の要請があった場合

には、これを尊重しなければならない。  

（住民等による提案）  

第十一条  第八条第一項に規定する土地の区域

のうち、一体として良好な景観を形成すべき土

地の区域としてふさわしい一団の土地の区域

であって政令で定める規模以上のものについ

て、当該土地の所有権又は建物の所有を目的と

する対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権

（臨時設備その他一時使用のために設定され

たことが明らかなものを除く。以下「借地権」

という。）を有する者（以下この条において「土

地所有者等」という。）は、一人で、又は数人

が共同して、景観行政団体に対し、景観計画の

策定又は変更を提案することができる。この場

合においては、当該提案に係る景観計画の素案

を添えなければならない。  

２  まちづくりの推進を図る活動を行うことを

目的として設立された特定非営利活動促進法 

（平成十年法律第七号）第二条第二項 の特定

非営利活動法人若しくは民法 （明治二十九年

法律第八十九号）第三十四条 の法人又はこれ

らに準ずるものとして景観行政団体の条例で

定める団体は、前項に規定する土地の区域につ

いて、景観行政団体に対し、景観計画の策定又

は変更を提案することができる。同項後段の規

定は、この場合について準用する。  

３  前二項の規定による提案（以下「計画提案」

という。）は、当該計画提案に係る景観計画の
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素案の対象となる土地（国又は地方公共団体の

所有している土地で公共施設の用に供されて

いるものを除く。以下この項において同じ。）

の区域内の土地所有者等の三分の二以上の同

意（同意した者が所有するその区域内の土地の

地積と同意した者が有する借地権の目的とな

っているその区域内の土地の地積との合計が、

その区域内の土地の総地積と借地権の目的と

なっている土地の総地積との合計の三分の二

以上となる場合に限る。）を得ている場合に、

国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定め

るところにより、行うものとする。  

（計画提案に対する景観行政団体の判断等）  

第十二条  景観行政団体は、計画提案が行われた

ときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて景

観計画の策定又は変更をする必要があるかど

うかを判断し、当該景観計画の策定又は変更を

する必要があると認めるときは、その案を作成

しなければならない。  

（計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県

都市計画審議会等への付議）  

第十三条  景観行政団体は、前条の規定により計

画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更を

しようとする場合において、その策定又は変更

が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容

の一部を実現することとなるものであるとき

は、第九条第二項の規定により当該景観計画の

案について意見を聴く都道府県都市計画審議

会又は市町村都市計画審議会に対し、当該計画

提案に係る景観計画の素案を提出しなければ

ならない。  

（計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしな

い場合にとるべき措置）  

第十四条  景観行政団体は、第十二条の規定によ

り同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて

景観計画の策定又は変更をする必要がないと

決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理

由を、当該計画提案をした者に通知しなければ

ならない。  

２  景観行政団体は、都市計画区域又は準都市計

画区域内の土地について前項の通知をしよう

とするときは、あらかじめ、都道府県都市計画

審議会（市町村である景観行政団体に市町村都

市計画審議会が置かれているときは、当該市町

村都市計画審議会）に当該計画提案に係る景観

計画の素案を提出してその意見を聴かなけれ

ばならない。  

（景観協議会）  

第十五条  景観計画区域における良好な景観の

形成を図るために必要な協議を行うため、景観

行政団体、景観計画に定められた景観重要公共

施設の管理者及び第九十二条第一項の規定に

より指定された景観整備機構（当該景観行政団

体が都道府県であるときは関係市町村を、当該

景観計画区域に国立公園又は国定公園の区域

が含まれるときは国立公園等管理者を含む。以

下この項において「景観行政団体等」という。）

は、景観協議会（以下この条において「協議会」

という。）を組織することができる。この場合

において、景観行政団体等は、必要と認めると

きは、協議会に、関係行政機関及び観光関係団

体、商工関係団体、農林漁業団体、電気事業、

電気通信事業、鉄道事業等の公益事業を営む者、

住民その他良好な景観の形成の促進のための

活動を行う者を加えることができる。  

２  協議会は、必要があると認めるときは、その

構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、

意見の表明、説明その他の必要な協力を求める

ことができる。  

３  第一項前段の協議を行うための会議におい

て協議がととのった事項については、協議会の

構成員は、その協議の結果を尊重しなければな

らない。  

４  前三項に定めるもののほか、協議会の運営に

関し必要な事項は、協議会が定める。  

    第二節 行為の規制等  

（届出及び勧告等）  

第十六条  景観計画区域内において、次に掲げる

行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交

通省令（第四号に掲げる行為にあっては、景観

行政団体の条例。以下この条において同じ。）

で定めるところにより、行為の種類、場所、設

計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省

令で定める事項を景観行政団体の長に届け出

なければならない。  

一  建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外

観を変更することとなる修繕若しくは模様替

又は色彩の変更（以下「建築等」という。）  

二  工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外

観を変更することとなる修繕若しくは模様替

又は色彩の変更（以下「建設等」という。）  

三  都市計画法第四条第十二項 に規定する開発

行為その他政令で定める行為  

四  前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形

成に支障を及ぼすおそれのある行為として景

観計画に従い景観行政団体の条例で定める行

為  
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２  前項の規定による届出をした者は、その届出

に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項

を変更しようとするときは、あらかじめ、その

旨を景観行政団体の長に届け出なければなら

ない。  

３  景観行政団体の長は、前二項の規定による届

出があった場合において、その届出に係る行為

が景観計画に定められた当該行為についての

制限に適合しないと認めるときは、その届出を

した者に対し、その届出に係る行為に関し設計

の変更その他の必要な措置をとることを勧告

することができる。  

４  前項の勧告は、第一項又は第二項の規定によ

る届出のあった日から三十日以内にしなけれ

ばならない。  

５  前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地

方公共団体が行う行為については、第一項の届

出をすることを要しない。この場合において、

当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出

を要する行為をしようとするときは、あらかじ

め、景観行政団体の長にその旨を通知しなけれ

ばならない。  

６  景観行政団体の長は、前項後段の通知があっ

た場合において、良好な景観の形成のため必要

があると認めるときは、その必要な限度におい

て、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景

観計画に定められた当該行為についての制限

に適合するようとるべき措置について協議を

求めることができる。  

７  次に掲げる行為については、前各項の規定は、

適用しない。  

一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で

政令で定めるもの  

二  非常災害のため必要な応急措置として行う

行為  

三  景観重要建造物について、第二十二条第一項

の規定による許可を受けて行う行為  

四  景観計画に第八条第二項第五号ロに掲げる

事項が定められた景観重要公共施設の整備と

して行う行為  

五  景観重要公共施設について、第八条第二項第

五号ハ（１）から（６）までに規定する許可（景

観計画にその基準が定められているものに限

る。）を受けて行う行為  

六  第五十五条第二項第一号の区域内の農用地

区域（農業振興地域の整備に関する法律第八条

第二項第一号に規定する農用地区域をいう。）

内において同法第十五条の二第一項の許可を

受けて行う同項に規定する開発行為  

七  国立公園又は国定公園の区域内において、第

八条第二項第五号ホに規定する許可（景観計画

にその基準が定められているものに限る。）を

受けて行う行為  

八  第六十一条第一項の景観地区（次号において

「景観地区」という。）内で行う建築物の建築

等  

九  景観計画に定められた工作物の建設等の制

限のすべてについて第七十二条第二項の景観

地区工作物制限条例による制限が定められて

いる場合における当該景観地区内で行う工作

物の建設等  

十  地区計画等（都市計画法第四条第九項 に規

定する地区計画等をいう。以下同じ。）の区域

（地区整備計画（同法第十二条の五第二項第三

号 に規定する地区整備計画をいう。以下同

じ。）、特定建築物地区整備計画（密集市街地

における防災街区の整備の促進に関する法律 

（平成九年法律第四十九号）第三十二条第二項

第二号 に規定する特定建築物地区整備計画を

いう。以下同じ。）、防災街区整備地区整備計

画（同項第三号 に規定する防災街区整備地区

整備計画をいう。以下同じ。）、沿道地区整備

計画（幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭

和五十五年法律第三十四号）第九条第二項第二

号に規定する沿道地区整備計画をいう。以下同

じ。）又は集落地区整備計画（集落地域整備法 

（昭和六十二年法律第六十三号）第五条第三項 

に規定する集落地区整備計画をいう。以下同

じ。）が定められている区域に限る。）内で行

う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築

又は増築その他の政令で定める行為  

十一  その他政令又は景観行政団体の条例で定

める行為  

（変更命令等）  

第十七条  景観行政団体の長は、良好な景観の形

成のために必要があると認めるときは、特定届

出対象行為（前条第一項第一号又は第二号の届

出を要する行為のうち、当該景観行政団体の条

例で定めるものをいう。第七項及び次条第一項

において同じ。）について、景観計画に定めら

れた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適

合しないものをしようとする者又はした者に

対し、当該制限に適合させるため必要な限度に

おいて、当該行為に関し設計の変更その他の必

要な措置をとることを命ずることができる。こ

の場合においては、前条第三項の規定は、適用

しない。  
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２  前項の処分は、前条第一項又は第二項の届出

をした者に対しては、当該届出があった日から

三十日以内に限り、することができる。  

３  第一項の処分は、前条第一項又は第二項の届

出に係る建築物若しくは工作物又はこれらの

部分の形態意匠が政令で定める他の法令の規

定により義務付けられたものであるときは、当

該義務の履行に支障のないものでなければな

らない。  

４  景観行政団体の長は、前条第一項又は第二項

の届出があった場合において、実地の調査をす

る必要があるとき、その他第二項の期間内に第

一項の処分をすることができない合理的な理

由があるときは、九十日を超えない範囲でその

理由が存続する間、第二項の期間を延長するこ

とができる。この場合においては、同項の期間

内に、前条第一項又は第二項の届出をした者に

対し、その旨、延長する期間及び延長する理由

を通知しなければならない。  

５  景観行政団体の長は、第一項の処分に違反し

た者又はその者から当該建築物又は工作物に

ついての権利を承継した者に対して、相当の期

限を定めて、景観計画に定められた建築物又は

工作物の形態意匠の制限に適合させるため必

要な限度において、その原状回復を命じ、又は

原状回復が著しく困難である場合に、これに代

わるべき必要な措置をとることを命ずること

ができる。  

６  前項の規定により原状回復又はこれに代わ

るべき必要な措置（以下この条において「原状

回復等」という。）を命じようとする場合にお

いて、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき

者を確知することができないときは、景観行政

団体の長は、その者の負担において、当該原状

回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは

委任した者にこれを行わせることができる。こ

の場合においては、相当の期限を定めて、当該

原状回復等を行うべき旨及びその期限までに

当該原状回復等を行わないときは、景観行政団

体の長又はその命じた者若しくは委任した者

が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告

しなければならない。  

７  景観行政団体の長は、第一項の規定の施行に

必要な限度において、同項の規定により必要な

措置をとることを命ぜられた者に対し、当該措

置の実施状況その他必要な事項について報告

をさせ、又は景観行政団体の職員に、当該建築

物の敷地若しくは当該工作物の存する土地に

立ち入り、特定届出対象行為の実施状況を検査

させ、若しくは特定届出対象行為が景観に及ぼ

す影響を調査させることができる。  

８  第六項の規定により原状回復等を行おうと

する者及び前項の規定により立入検査又は立

入調査をする者は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係人の請求があった場合においては、

これを提示しなければならない。  

９  第七項の規定による立入検査又は立入調査

の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。  

（行為の着手の制限）  

第十八条  第十六条第一項又は第二項の規定に

よる届出をした者は、景観行政団体がその届出

を受理した日から三十日（特定届出対象行為に

ついて前条第四項の規定により同条第二項の

期間が延長された場合にあっては、その延長さ

れた期間）を経過した後でなければ、当該届出

に係る行為（根切り工事その他の政令で定める

工事に係るものを除く。第百二条第四号におい

て同じ。）に着手してはならない。ただし、特

定届出対象行為について前条第一項の命令を

受け、かつ、これに基づき行う行為については、

この限りでない。  

２  景観行政団体の長は、第十六条第一項又は第

二項の規定による届出に係る行為について、良

好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない

と認めるときは、前項本文の期間を短縮するこ

とができる。  

    第三節 景観重要建造物等  

     第一款 景観重要建造物の指定等  

（景観重要建造物の指定）  

第十九条  景観行政団体の長は、景観計画に定め

られた景観重要建造物の指定の方針（次条第三

項において「指定方針」という。）に即し、景

観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建

造物（これと一体となって良好な景観を形成し

ている土地その他の物件を含む。以下この節に

おいて同じ。）で国土交通省令で定める基準に

該当するものを、景観重要建造物として指定す

ることができる。  

２  景観行政団体の長は、前項の規定による指定

をしようとするときは、あらかじめ、当該建造

物の所有者（所有者が二人以上いるときは、そ

の全員。次条第二項及び第二十一条第一項にお

いて同じ。）の意見を聴かなければならない。  

３  第一項の規定は、文化財保護法 （昭和二十

五年法律第二百十四号）の規定により国宝、重
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要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名

勝天然記念物として指定され、又は仮指定され

た建造物については、適用しない。  

（景観重要建造物の指定の提案）  

第二十条  景観計画区域内の建造物の所有者は、

当該建造物について、良好な景観の形成に重要

であって前条第一項の国土交通省令で定める

基準に該当するものであると認めるときは、国

土交通省令で定めるところにより、景観行政団

体の長に対し、景観重要建造物として指定する

ことを提案することができる。この場合におい

て、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の

所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の

合意を得なければならない。  

２  第九十二条第一項の規定により指定された

景観整備機構（以下この節及び第五節において

「景観整備機構」という。）は、景観計画区域

内の建造物について、良好な景観の形成に重要

であって前条第一項の国土交通省令で定める

基準に該当するものであると認めるときは、国

土交通省令で定めるところにより、あらかじめ

当該建造物の所有者の同意を得て、景観行政団

体の長に対し、景観重要建造物として指定する

ことを提案することができる。  

３  景観行政団体の長は、前二項の規定による提

案に係る建造物について、指定方針、前条第一

項の国土交通省令で定める基準等に照らし、景

観重要建造物として指定する必要がないと判

断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由

を、当該提案をした者に通知しなければならな

い。  

（指定の通知等）  

第二十一条  景観行政団体の長は、第十九条第一

項の規定により景観重要建造物を指定したと

きは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定

める事項を、当該景観重要建造物の所有者（当

該指定が前条第二項の規定による提案に基づ

くものであるときは、当該景観重要建造物の所

有者及び当該提案に係る景観整備機構）に通知

しなければならない。  

２  景観行政団体は、第十九条第一項の規定によ

る景観重要建造物の指定があったときは、遅滞

なく、条例又は規則で定めるところにより、こ

れを表示する標識を設置しなければならない。  

（現状変更の規制）  

第二十二条  何人も、景観行政団体の長の許可を

受けなければ、景観重要建造物の増築、改築、

移転若しくは除却、外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしては

ならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行

為その他の行為で政令で定めるもの及び非常

災害のため必要な応急措置として行う行為に

ついては、この限りでない。  

２  景観行政団体の長は、前項の許可の申請があ

った場合において、その申請に係る行為が当該

景観重要建造物の良好な景観の保全に支障が

あると認めるときは、同項の許可をしてはなら

ない。  

３  景観行政団体の長は、第一項の許可の申請が

あった場合において、当該景観重要建造物の良

好な景観の保全のため必要があると認めると

きは、許可に必要な条件を付することができる。  

４  第一項の規定にかかわらず、国の機関又は地

方公共団体が行う行為については、同項の許可

を受けることを要しない。この場合において、

当該国の機関又は地方公共団体は、その行為を

しようとするときは、あらかじめ、景観行政団

体の長に協議しなければならない。  

（原状回復命令等）  

第二十三条  景観行政団体の長は、前条第一項の

規定に違反した者又は同条第三項の規定によ

り許可に付された条件に違反した者がある場

合においては、これらの者又はこれらの者から

当該景観重要建造物についての権利を承継し

た者に対して、相当の期限を定めて、当該景観

重要建造物の良好な景観を保全するため必要

な限度において、その原状回復を命じ、又は原

状回復が著しく困難である場合に、これに代わ

るべき必要な措置をとるべき旨を命ずること

ができる。  

２  前項の規定により原状回復又はこれに代わ

るべき必要な措置（以下この条において「原状

回復等」という。）を命じようとする場合にお

いて、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき

者を確知することができないときは、景観行政

団体の長は、その者の負担において、当該原状

回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは

委任した者にこれを行わせることができる。こ

の場合においては、相当の期限を定めて、当該

原状回復等を行うべき旨及びその期限までに

当該原状回復等を行わないときは、景観行政団

体の長又はその命じた者若しくは委任した者

が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告

しなければならない。  

３  前項の規定により原状回復等を行おうとす

る者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

人の請求があった場合においては、これを提示

しなければならない。  

（損失の補償）  
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第二十四条  景観行政団体は、第二十二条第一項

の許可を受けることができないために損失を

受けた景観重要建造物の所有者に対して、通常

生ずべき損失を補償する。ただし、当該許可の

申請に係る行為をするについて、他の法律（法

律に基づく命令及び条例を含む。）で行政庁の

許可その他の処分を受けるべきことを定めて

いるもの（当該許可その他の処分を受けること

ができないために損失を受けた者に対して、そ

の損失を補償すべきことを定めているものを

除く。）がある場合において、当該許可その他

の処分の申請が却下されたとき、又は却下され

るべき場合に該当する場合における当該許可

の申請に係る行為については、この限りでない。  

２  前項の規定による損失の補償については、景

観行政団体の長と損失を受けた者が協議しな

ければならない。  

３  前項の規定による協議が成立しない場合に

おいては、景観行政団体の長又は損失を受けた

者は、政令で定めるところにより、収用委員会

に土地収用法 （昭和二十六年法律第二百十九

号）第九十四条第二項 の規定による裁決を申

請することができる。  

（景観重要建造物の所有者の管理義務等）  

第二十五条  景観重要建造物の所有者及び管理

者は、その良好な景観が損なわれないよう適切

に管理しなければならない。  

２  景観行政団体は、条例で、景観重要建造物の

良好な景観の保全のため必要な管理の方法の

基準を定めることができる。  

（管理に関する命令又は勧告）  

第二十六条  景観行政団体の長は、景観重要建造

物の管理が適当でないため当該景観重要建造

物が滅失し若しくは毀損するおそれがあると

認められるとき、又は前条第二項の規定に基づ

く条例が定められている場合にあっては景観

重要建造物の管理が当該条例に従って適切に

行われていないと認められるときは、当該景観

重要建造物の所有者又は管理者に対し、管理の

方法の改善その他管理に関し必要な措置を命

じ、又は勧告することができる。  

（指定の解除）  

第二十七条  景観行政団体の長は、景観重要建造

物について、第十九条第三項に規定する建造物

に該当するに至ったとき、又は滅失、毀損その

他の事由によりその指定の理由が消滅したと

きは、遅滞なく、その指定を解除しなければな

らない。  

２  景観行政団体の長は、景観重要建造物につい

て、公益上の理由その他特別な理由があるとき

は、その指定を解除することができる。  

３  第二十一条第一項の規定は、前二項の規定に

よる景観重要建造物の指定の解除について準

用する。  

     第二款 景観重要樹木の指定等  

（景観重要樹木の指定）  

第二十八条  景観行政団体の長は、景観計画に定

められた景観重要樹木の指定の方針（次条第三

項において「指定方針」という。）に即し、景

観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹

木で国土交通省令（都市計画区域外の樹木にあ

っては、国土交通省令・農林水産省令。以下こ

の款において同じ。）で定める基準に該当する

ものを、景観重要樹木として指定することがで

きる。  

２  景観行政団体の長は、前項の規定による指定

をしようとするときは、あらかじめ、その指定

をしようとする樹木の所有者（所有者が二人以

上いるときは、その全員。次条第二項及び第三

十条第一項において同じ。）の意見を聴かなけ

ればならない。  

３  第一項の規定は、文化財保護法 の規定によ

り特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然

記念物として指定され、又は仮指定された樹木

については、適用しない。  

（景観重要樹木の指定の提案）  

第二十九条  景観計画区域内の樹木の所有者は、

当該樹木について、良好な景観の形成に重要で

あって前条第一項の国土交通省令で定める基

準に該当するものであると認めるときは、国土

交通省令で定めるところにより、景観行政団体

の長に対し、景観重要樹木として指定すること

を提案することができる。この場合において、

当該樹木に当該提案に係る所有者以外の所有

者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意

を得なければならない。  

２  景観整備機構は、景観計画区域内の樹木につ

いて、良好な景観の形成に重要であって前条第

一項の国土交通省令で定める基準に該当する

ものであると認めるときは、国土交通省令で定

めるところにより、あらかじめ当該樹木の所有

者の同意を得て、景観行政団体の長に対し、景

観重要樹木として指定することを提案するこ

とができる。  

３  景観行政団体の長は、前二項の規定による提

案に係る樹木について、指定方針、前条第一項
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の国土交通省令で定める基準等に照らし、景観

重要樹木として指定する必要がないと判断し

たときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、

当該提案をした者に通知しなければならない。  

（指定の通知等）  

第三十条  景観行政団体の長は、第二十八条第一

項の規定により景観重要樹木を指定したとき

は、直ちに、その旨その他国土交通省令で定め

る事項を、当該景観重要樹木の所有者（当該指

定が前条第二項の規定による提案に基づくも

のであるときは、当該景観重要樹木の所有者及

び当該提案に係る景観整備機構）に通知しなけ

ればならない。  

２  景観行政団体は、第二十八条第一項の規定に

よる景観重要樹木の指定があったときは、遅滞

なく、条例又は規則で定めるところにより、こ

れを表示する標識を設置しなければならない。  

（現状変更の規制）  

第三十一条  何人も、景観行政団体の長の許可を

受けなければ、景観重要樹木の伐採又は移植を

してはならない。ただし、通常の管理行為、軽

易な行為その他の行為で政令で定めるもの及

び非常災害のため必要な応急措置として行う

行為については、この限りでない。  

２  第二十二条第二項から第四項までの規定は、

前項の許可について準用する。この場合におい

て、同条第二項及び第三項中「景観重要建造物」

とあるのは、「景観重要樹木」と読み替えるも

のとする。  

（原状回復命令等についての準用）  

第三十二条  第二十三条の規定は、前条第一項の

規定に違反した者又は同条第二項において準

用する第二十二条第三項の規定により許可に

付された条件に違反した者がある場合につい

て準用する。この場合において、第二十三条第

一項中「景観重要建造物」とあるのは、「景観

重要樹木」と読み替えるものとする。  

２  第二十四条の規定は、前条第一項の許可を受

けることができないために受けた景観重要樹

木の所有者の損失について準用する。  

（景観重要樹木の所有者の管理義務等）  

第三十三条  景観重要樹木の所有者及び管理者

は、その良好な景観が損なわれないよう適切に

管理しなければならない。  

２  景観行政団体は、条例で、景観重要樹木の管

理の方法の基準を定めることができる。  

（管理に関する命令又は勧告）  

第三十四条  景観行政団体の長は、景観重要樹木

の管理が適当でないため当該景観重要樹木が

滅失し若しくは枯死するおそれがあると認め

られるとき、又は前条第二項の規定に基づく条

例が定められている場合にあっては景観重要

樹木の管理が当該条例に従って適切に行われ

ていないと認められるときは、当該景観重要樹

木の所有者又は管理者に対し、管理の方法の改

善その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧

告することができる。  

（指定の解除）  

第三十五条  景観行政団体の長は、景観重要樹木

について、第二十八条第三項に規定する樹木に

該当するに至ったとき、又は滅失、枯死その他

の事由によりその指定の理由が消滅したとき

は、遅滞なく、その指定を解除しなければなら

ない。  

２  景観行政団体の長は、景観重要樹木について、

公益上の理由その他特別な理由があるときは、

その指定を解除することができる。  

３  第三十条第一項の規定は、前二項の規定によ

る景観重要樹木の指定の解除について準用す

る。  

     第三款 管理協定  

（管理協定の締結等）  

第三十六条  景観行政団体又は景観整備機構は、

景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管

理のため必要があると認めるときは、当該景観

重要建造物又は景観重要樹木の所有者（所有者

が二人以上いるときは、その全員。第四十二条

第一項において同じ。）と次に掲げる事項を定

めた協定（以下「管理協定」という。）を締結

して、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の

管理を行うことができる。  

一  管理協定の目的となる景観重要建造物（以下

「協定建造物」という。）又は管理協定の目的

となる景観重要樹木（以下「協定樹木」という。）  

二  協定建造物又は協定樹木の管理の方法に関

する事項  

三  管理協定の有効期間  

四  管理協定に違反した場合の措置  

２  管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準の

いずれにも適合するものでなければならない。  

一  協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制

限するものでないこと。  

二  前項第二号から第四号までに掲げる事項に

ついて国土交通省令（都市計画区域外の協定樹

木に係る管理協定にあっては、国土交通省令・

農林水産省令。以下この款において同じ。）で

定める基準に適合するものであること。  
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３  景観整備機構が管理協定を締結しようとす

るときは、あらかじめ、景観行政団体の長の認

可を受けなければならない。  

（管理協定の縦覧等）  

第三十七条  景観行政団体又はその長は、それぞ

れ管理協定を締結しようとするとき、又は前条

第三項の規定による管理協定の認可の申請が

あったときは、国土交通省令で定めるところに

より、その旨を公告し、当該管理協定を当該公

告の日から二週間関係人の縦覧に供さなけれ

ばならない。  

２  前項の規定による公告があったときは、関係

人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管

理協定について、景観行政団体又はその長に意

見書を提出することができる。  

（管理協定の認可）  

第三十八条  景観行政団体の長は、第三十六条第

三項の規定による管理協定の認可の申請が、次

の各号のいずれにも該当するときは、当該管理

協定を認可しなければならない。  

一  申請手続が法令に違反しないこと。  

二  管理協定の内容が、第三十六条第二項各号に

掲げる基準のいずれにも適合するものである

こと。  

（管理協定の公告）  

第三十九条  景観行政団体又はその長は、それぞ

れ管理協定を締結し、又は前条の認可をしたと

きは、国土交通省令で定めるところにより、そ

の旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当

該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧

に供しなければならない。  

（管理協定の変更）  

第四十条  第三十六条第二項及び第三項並びに

前三条の規定は、管理協定において定められた

事項の変更について準用する。  

（管理協定の効力）  

第四十一条  第三十九条（前条において準用する

場合を含む。）の規定による公告があった管理

協定は、その公告があった後において当該協定

建造物又は協定樹木の所有者となった者に対

しても、その効力があるものとする。  

（緑地管理機構の業務の特例）  

第四十二条  都市緑地法 （昭和四十八年法律第

七十二号）第六十八条第一項 の規定により指

定された緑地管理機構であって同法第六十九

条第一号 イの業務を行うもの（以下この節に

おいて「緑地管理機構」という。）は、景観重

要樹木の適切な管理のため必要があると認め

るときは、同条 各号に掲げる業務のほか、当

該景観重要樹木の所有者と管理協定を締結し

て、当該景観重要樹木の管理及びこれに附帯す

る業務を行うことができる。  

２  前項の場合においては、都市緑地法第七十条 

中「又はニ（１）に掲げる業務」とあるのは、

「若しくはニ（１）に掲げる業務又は景観法第

四十二条第一項に規定する業務」とする。  

３  第三十六条第二項及び第三項並びに第三十

七条から前条までの規定は、前二項の規定によ

り緑地管理機構が業務を行う場合について準

用する。  

     第四款 雑則  

（所有者の変更の場合の届出）  

第四十三条  景観重要建造物又は景観重要樹木

の所有者が変更したときは、新たに所有者とな

った者は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の

長に届け出なければならない。  

（台帳）  

第四十四条  景観行政団体の長は、景観重要建造

物又は景観重要樹木に関する台帳を作成し、こ

れを保管しなければならない。  

２  前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事

項は、国土交通省令（都市計画区域外の景観重

要樹木に関する台帳にあっては、国土交通省

令・農林水産省令）で定める。  

（報告の徴収）  

第四十五条  景観行政団体の長は、必要があると

認めるときは、景観重要建造物又は景観重要樹

木の所有者に対し、景観重要建造物又は景観重

要樹木の現状について報告を求めることがで

きる。  

（助言又は援助）  

第四十六条  景観重要建造物の所有者は景観行

政団体又は景観整備機構に対し、景観重要樹木

の所有者は景観行政団体又は景観整備機構若

しくは緑地管理機構に対し、それぞれ景観重要

建造物又は景観重要樹木の管理に関し必要な

助言又は援助を求めることができる。  

    第四節 景観重要公共施設の整備等  

（景観重要公共施設の整備）  

第四十七条  景観計画に第八条第二項第五号ロ

の景観重要公共施設の整備に関する事項が定

められた場合においては、当該景観重要公共施

設の整備は、当該景観計画に即して行われなけ

ればならない。  

（電線共同溝の整備等に関する特別措置法 の特

例）  
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第四十八条  景観計画に景観重要公共施設とし

て定められた道路法 による道路（以下「景観

重要道路」という。）に関する電線共同溝の整

備等に関する特別措置法 （平成七年法律第三

十九号）第三条 の規定の適用については、同

条第一項 中「その安全かつ円滑な交通の確保

と景観の整備を図るため」とあるのは「景観計

画（景観法第八条第一項に規定する景観計画を

いう。）に即し、その景観の整備と安全な交通

の確保を図るため」と、「特に必要である」と

あるのは「必要である」と、同条第二項中「市

町村を除く。）」とあるのは「市町村を除く。）、

当該指定に係る道路の存する区域において景

観行政団体（景観法第七条第一項に規定する景

観行政団体をいう。以下同じ。）である都道府

県（当該指定に係る道路の道路管理者が都道府

県である場合の当該都道府県及び次項の規定

による要請をした都道府県を除く。）」と、同

条第三項中「市町村」とあるのは「市町村又は

景観行政団体である都道府県」とする。  

（道路法 の特例）  

第四十九条  景観計画に第八条第二項第五号ハ

（１）の許可の基準に関する事項が定められた

景観重要道路についての道路法第三十三条 、

第三十六条第二項及び第八十七条第一項の規

定の適用については、同法第三十三条 及び第

三十六条第二項 中「政令で定める基準」とあ

るのは「政令で定める基準及び景観法第八条第

一項に規定する景観計画に定められた同条第

二項第五号ハ（１）の許可の基準」と、同法第

八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」と

あるのは「円滑な交通を確保し、又は良好な景

観を形成する」とする。  

（河川法 の規定による許可の特例）  

第五十条  景観計画に第八条第二項第五号ハ

（２）の許可の基準が定められた景観重要公共

施設である河川法 による河川（以下この条に

おいて「景観重要河川」という。）の河川区域

（同法第六条第一項 （同法第百条第一項 にお

いて準用する場合を含む。）に規定する河川区

域をいう。）内の土地における同法第二十四条 、

第二十五条、第二十六条第一項又は第二十七条

第一項（これらの規定を同法第百条第一項 に

おいて準用する場合を含む。）の規定による許

可を要する行為については、当該景観重要河川

の河川管理者（同法第七条 （同法第百条第一

項 において準用する場合を含む。）に規定す

る河川管理者をいう。）は、当該行為が当該景

観計画に定められた同号ハ（２）の許可の基準

に適合しない場合には、これらの規定による許

可をしてはならない。  

（都市公園法 の規定による許可の特例等）  

第五十一条  景観計画に第八条第二項第五号ハ

（３）の許可の基準（都市公園法第五条第一項 

の許可に係るものに限る。以下この項において

同じ。）が定められた景観重要公共施設である

同法 による都市公園（以下この条において「景

観重要都市公園」という。）における同法第五

条第一項 の許可を要する行為については、当

該景観重要都市公園の公園管理者（同項 に規

定する公園管理者をいう。）は、当該行為が当

該景観計画に定められた同号ハ（３）の許可の

基準に適合しない場合には、同項 の許可をし

てはならない。  

２  景観計画に第八条第二項第五号ハ（３）の許

可の基準（都市公園法第六条第一項 又は第三

項 の許可に係るものに限る。）が定められた

景観重要都市公園についての同法第七条 の規

定の適用については、同条 中「政令で定める

技術的基準」とあるのは、「政令で定める技術

的基準及び景観法第八条第一項に規定する景

観計画に定められた同条第二項第五号ハ（３）

の許可の基準」とする。  

（海岸法 の特例等）  

第五十二条  景観計画に第八条第二項第五号ハ

（４）の許可の基準（海岸法第七条第一項 又

は第八条第一項 の許可に係るものに限る。）

が定められた景観重要公共施設である海岸保

全区域等に係る海岸（次項において「景観重要

海岸」という。）についての同法第七条第二項 

及び第八条第二項 の規定の適用については、

同法第七条第二項 中「及ぼすおそれがある」

とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景観法

第八条第一項に規定する景観計画に定められ

た同条第二項第五号ハ（４）の許可の基準（前

項の許可に係るものに限る。）に適合しないも

のである」と、同法第八条第二項中「前条第二

項」とあるのは「景観法第五十二条第一項の規

定により読み替えて適用する前条第二項」と、

「準用する」とあるのは「準用する。この場合

において、同条第二項中「前項の許可に係るも

の」とあるのは、「次条第一項の許可に係るも

の」と読み替えるものとする」とする。  

２  景観計画に第八条第二項第五号ハ（４）の許

可の基準（海岸法第三十七条の四 又は第三十

七条の五 の許可に係るものに限る。以下この

項において同じ。）が定められた景観重要海岸

の一般公共海岸区域（同法第二条第二項 に規

定する一般公共海岸区域をいう。）内における
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同法第三十七条の四 又は第三十七条の五 の

許可を要する行為については、当該景観重要海

岸の海岸管理者（同法第二条第三項 に規定す

る海岸管理者をいう。）は、当該行為が当該景

観計画に定められた同号ハ（４）の許可の基準

に適合しない場合には、これらの規定による許

可をしてはならない。  

（港湾法 の特例）  

第五十三条  景観計画に第八条第二項第五号ハ

（５）の許可の基準が定められた景観重要公共

施設である港湾法 による港湾についての同法

第三十七条第二項 の規定の適用については、

同項 中「又は第三条の三第九項 」とあるのは

「若しくは第三条の三第九項 」と、「与える

ものである」とあるのは「与えるものであり、

又は景観法第八条第一項に規定する景観計画

に定められた同条第二項第五号ハ（５）の許可

の基準に適合しないものである」とする。  

（漁港漁場整備法 の特例）  

第五十四条  景観計画に第八条第二項第五号ハ

（６）の許可の基準が定められた景観重要公共

施設である漁港漁場整備法 による漁港につい

ての同法第三十九条第二項 及び第三項 の規

定の適用については、同条第二項 中「又は漁

港」とあるのは「若しくは漁港」と、「与える」

とあるのは「与え、又は景観法第八条第一項に

規定する景観計画に定められた同条第二項第

五号ハ（６）の許可の基準に適合しない」と、

同条第三項中「保全上」とあるのは「保全上又

は良好な景観の形成上」とする。  

    第五節 景観農業振興地域整備計画等  

（景観農業振興地域整備計画）  

第五十五条  市町村は、第八条第二項第五号ニに

掲げる基本的な事項が定められた景観計画に

係る景観計画区域のうち農業振興地域（農業振

興地域の整備に関する法律第六条第一項の規

定により指定された地域をいう。）内にあるも

のについて、農業振興地域整備計画を達成する

とともに、景観と調和のとれた良好な営農条件

を確保するため、その地域の特性にふさわしい

農用地（同法第三条第一号に規定する農用地を

いう。以下同じ。）及び農業用施設その他の施

設の整備を一体的に推進する必要があると認

める場合には、景観農業振興地域整備計画を定

めることができる。  

２  景観農業振興地域整備計画においては、次に

掲げる事項を定めるものとする。  

一  景観農業振興地域整備計画の区域  

二  前号の区域内における景観と調和のとれた

土地の農業上の利用に関する事項  

三  第一号の区域内における農業振興地域の整

備に関する法律第八条第二項第二号、第二号の

二及び第四号に掲げる事項  

３  景観農業振興地域整備計画は、景観計画及び

農業振興地域整備計画に適合するとともに、農

業振興地域の整備に関する法律第四条第三項

に規定する計画との調和が保たれたものであ

り、かつ、前項第一号の区域の自然的経済的社

会的諸条件を考慮して、当該区域において総合

的に農業の振興を図るため必要な事項を一体

的に定めるものでなければならない。  

４  農業振興地域の整備に関する法律第八条第

四項前段、第十条第二項、第十一条（第九項後

段及び第十二項を除く。）、第十二条並びに第

十三条第一項前段及び第四項の規定は、景観農

業振興地域整備計画について準用する。この場

合において、同法第十一条第三項中「農業振興

地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農

用地区域内」とあるのは「景観農業振興地域整

備計画（景観法第五十五条第一項の規定により

定められた景観農業振興地域整備計画をいう。

以下同じ。）に係る同条第二項第一号の区域内」

と、「当該農用地利用計画」とあるのは「当該

景観農業振興地域整備計画」と、「同項」とあ

るのは「第一項」と、同条第十項中「農用地区

域」とあるのは「景観法第五十五条第二項第一

号の区域」と、同条第十一項中「農用地等とし

ての利用に供する」とあるのは「景観農業振興

地域整備計画に従つて利用する」と、同法第十

三条第一項前段中「農業振興地域整備基本方

針」とあるのは「景観法第八条第一項の景観計

画若しくは農業振興地域整備計画」と、「変更

により、前条第一項の規定による基礎調査の結

果により」とあるのは「変更により」と、「生

じたときは、政令で定めるところにより」とあ

るのは「生じたときは」と、同条第四項中「第

八条第四項及び第十一条（第十二項を除く。）」

とあるのは「第八条第四項前段及び第十一条

（第九項後段及び第十二項を除く。）」と読み

替えるものとする。  

（土地利用についての勧告）  

第五十六条  市町村長は、前条第二項第一号の区

域内にある土地が景観農業振興地域整備計画

に従って利用されていない場合において、景観

農業振興地域整備計画の達成のため必要があ

るときは、その土地の所有者又はその土地につ

いて所有権以外の権原に基づき使用及び収益

をする者に対し、その土地を当該景観農業振興
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地域整備計画に従って利用すべき旨を勧告す

ることができる。  

２  市町村長は、前項の規定による勧告をした場

合において、その勧告を受けた者がこれに従わ

ないとき、又は従う見込みがないと認めるとき

は、その者に対し、その土地を景観農業振興地

域整備計画に従って利用するためその土地に

ついて所有権又は使用及び収益を目的とする

権利を取得しようとする者で市町村長の指定

を受けたものとその土地についての所有権の

移転又は使用及び収益を目的とする権利の設

定若しくは移転に関し協議すべき旨を勧告す

ることができる。  

（農地法 の特例）  

第五十七条  前条第二項に規定する場合におい

て、同項の規定により景観整備機構が指定され

たときは、農業委員会（農業委員会等に関する

法律 （昭和二十六年法律第八十八号）第三条

第五項 の規定により農業委員会を置かない市

町村にあっては、市町村長）又は都道府県知事

は、前条第二項の勧告に係る協議がととのった

ことによりその勧告を受けた者がその勧告に

係る農地又は採草放牧地（農地法 （昭和二十

七年法律第二百二十九号）第二条第一項 に規

定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。）

につき当該景観整備機構のために使用貸借に

よる権利又は賃借権を設定しようとするとき

は、農地法第三条第二項 （第二号の二、第四

号、第五号、第七号及び第八号に係る部分に限

る。）の規定にかかわらず、同条第一項 の許

可をすることができる。  

２  前条第二項の勧告に係る協議がととのった

ことにより景観整備機構のために使用貸借に

よる権利又は賃借権が設定されている農地に

ついては、農地法第六条第一項 の規定は、適

用しない。  

３  前条第二項の勧告に係る協議がととのった

ことにより景観整備機構のために賃借権が設

定されている農地又は採草放牧地の賃貸借に

ついては、農地法第十九条 本文並びに第二十

条第一項 本文、第七項及び第八項の規定は、

適用しない。  

（農業振興地域の整備に関する法律の特例）  

第五十八条  都道府県知事は、農業振興地域の整

備に関する法律第十五条の二第一項の許可を

しようとする場合において、同項に規定する開

発行為に係る土地が第五十五条第二項第一号

の区域内にあるときは、当該開発行為が同法第

十五条の二第四項各号のいずれかに該当する

ほか、当該開発行為により当該開発行為に係る

土地を景観農業振興地域整備計画に従って利

用することが困難となると認めるときは、これ

を許可してはならない。  

２  前項の許可についての農業振興地域の整備

に関する法律第十五条の二第五項の規定の適

用については、同項中「農業上の利用を確保す

るために」とあるのは、「農業上の利用又は景

観法第五十五条第一項の規定により定められ

た景観農業振興地域整備計画に従つた利用を

確保するために」とする。  

（市町村森林整備計画の変更）  

第五十九条  市町村は、森林法 （昭和二十六年

法律第二百四十九号）第十条の六第二項 及び

第三項 に規定する場合のほか、その区域内に

ある同法第五条第一項 の規定によりたてられ

た地域森林計画の対象とする森林につき、景観

計画に即してその公益的機能の維持増進を図

ることが適当と認める場合には、同法第十条の

五第一項 の規定によりたてられた市町村森林

整備計画の一部を変更することができる。  

２  前項の規定による変更は、森林法第十条の六

第三項 の規定によりしたものとみなす。  

    第六節 自然公園法 の特例  

第六十条  第八条第二項第五号ホに掲げる事項

が定められた景観計画に係る景観計画区域内

における自然公園法第十三条第四項 、第十四

条第四項及び第二十四条第四項の規定の適用

については、これらの規定中「環境省令で定め

る基準」とあるのは、「環境省令で定める基準

及び景観法第八条第一項に規定する景観計画

に定められた同条第二項第五号ホの許可の基

準」とする。  

   第三章 景観地区等  

    第一節 景観地区  

     第一款 景観地区に関する都市計画  

第六十一条  市町村は、都市計画区域又は準都市

計画区域内の土地の区域については、市街地の

良好な景観の形成を図るため、都市計画に、景

観地区を定めることができる。  

２  景観地区に関する都市計画には、都市計画法

第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項

のほか、第一号に掲げる事項を定めるとともに、

第二号から第四号までに掲げる事項のうち必

要なものを定めるものとする。この場合におい
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て、これらに相当する事項が定められた景観計

画に係る景観計画区域内においては、当該都市

計画は、当該景観計画による良好な景観の形成

に支障がないように定めるものとする。  

一  建築物の形態意匠の制限  

二  建築物の高さの最高限度又は最低限度  

三  壁面の位置の制限  

四  建築物の敷地面積の最低限度  

     第二款 建築物の形態意匠の制限  

（建築物の形態意匠の制限）  

第六十二条  景観地区内の建築物の形態意匠は、

都市計画に定められた建築物の形態意匠の制

限に適合するものでなければならない。ただし、

政令で定める他の法令の規定により義務付け

られた建築物又はその部分の形態意匠にあっ

ては、この限りでない。  

（計画の認定）  

第六十三条  景観地区内において建築物の建築

等をしようとする者は、あらかじめ、その計画

が、前条の規定に適合するものであることにつ

いて、申請書を提出して市町村長の認定を受け

なければならない。当該認定を受けた建築物の

計画を変更して建築等をしようとする場合も、

同様とする。  

２  市町村長は、前項の申請書を受理した場合に

おいては、その受理した日から三十日以内に、

申請に係る建築物の計画が前条の規定に適合

するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて

当該規定に適合するものと認めたときは、当該

申請者に認定証を交付しなければならない。  

３  市町村長は、前項の規定により審査をした場

合において、申請に係る建築物の計画が前条の

規定に適合しないものと認めたとき、又は当該

申請書の記載によっては当該規定に適合する

かどうかを決定することができない正当な理

由があるときは、その旨及びその理由を記載し

た通知書を同項の期間内に当該申請者に交付

しなければならない。  

４  第二項の認定証の交付を受けた後でなけれ

ば、同項の建築物の建築等の工事（根切り工事

その他の政令で定める工事を除く。第百一条第

三号において同じ。）は、することができない。  

５  第一項の申請書、第二項の認定証及び第三項

の通知書の様式は、国土交通省令で定める。  

（違反建築物に対する措置）  

第六十四条  市町村長は、第六十二条の規定に違

反した建築物があるときは、建築等工事主（建

築物の建築等をする者をいう。以下同じ。）、

当該建築物の建築等の工事の請負人（請負工事

の下請人を含む。以下この章において同じ。）

若しくは現場管理者又は当該建築物の所有者、

管理者若しくは占有者に対し、当該建築物に係

る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を

定めて当該建築物の改築、修繕、模様替、色彩

の変更その他当該規定の違反を是正するため

に必要な措置をとることを命ずることができ

る。  

２  市町村長は、前項の規定による処分をした場

合においては、標識の設置その他国土交通省令

で定める方法により、その旨を公示しなければ

ならない。  

３  前項の標識は、第一項の規定による処分に係

る建築物又はその敷地内に設置することがで

きる。この場合においては、同項の規定による

処分に係る建築物又はその敷地の所有者、管理

者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は

妨げてはならない。  

４  第一項の規定により必要な措置を命じよう

とする場合において、過失がなくてその措置を

命ぜられるべき者を確知することができず、か

つ、その違反を放置することが著しく公益に反

すると認められるときは、市町村長は、その者

の負担において、その措置を自ら行い、又はそ

の命じた者若しくは委任した者に行わせるこ

とができる。この場合においては、相当の期限

を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限

までにその措置を行わないときは、市町村長又

はその命じた者若しくは委任した者がその措

置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければ

ならない。  

５  前項の措置を行おうとする者は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場

合においては、これを提示しなければならない。  

（違反建築物の設計者等に対する措置）  

第六十五条  市町村長は、前条第一項の規定によ

る処分をした場合においては、国土交通省令で

定めるところにより、当該処分に係る建築物の

設計者、工事監理者（建築士法（昭和二十五年

法律第二百二号）第二条第六項に規定する工事

監理をする者をいう。以下同じ。）若しくは工

事の請負人又は当該建築物について宅地建物

取引業（宅地建物取引業法（昭和二十七年法律

第百七十六号）第二条第二号に規定する宅地建

物取引業をいう。以下同じ。）に係る取引をし

た宅地建物取引業者（同条第三号に規定する宅

地建物取引業者をいう。以下同じ。）の氏名又

は名称及び住所その他国土交通省令で定める

事項を、建築士法、建設業法（昭和二十四年法



参考―16 

律第百号）又は宅地建物取引業法の定めるとこ

ろによりこれらの者を監督する国土交通大臣

又は都道府県知事に通知しなければならない。  

２  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規

定による通知を受けた場合においては、遅滞な

く、当該通知に係る者について、建築士法、建

設業法又は宅地建物取引業法による業務の停

止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、

その結果を同項の規定による通知をした市町

村長に通知しなければならない。  

（国又は地方公共団体の建築物に対する認定等

に関する手続の特例）  

第六十六条  国又は地方公共団体の建築物につ

いては、第六十三条から前条までの規定は適用

せず、次項から第五項までに定めるところによ

る。  

２  景観地区内の建築物の建築等をしようとす

る者が国の機関又は地方公共団体（以下この条

において「国の機関等」という。）である場合

においては、当該国の機関等は、当該工事に着

手する前に、その計画を市町村長に通知しなけ

ればならない。  

３  市町村長は、前項の通知を受けた場合におい

ては、当該通知を受けた日から三十日以内に、

当該通知に係る建築物の計画が第六十二条の

規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果

に基づいて、当該規定に適合するものと認めた

ときにあっては当該通知をした国の機関等に

対して認定証を交付し、当該規定に適合しない

ものと認めたとき、又は当該規定に適合するか

どうかを決定することができない正当な理由

があるときにあってはその旨及びその理由を

記載した通知書を当該通知をした国の機関等

に対して交付しなければならない。  

４  第二項の通知に係る建築物の建築等の工事

（根切り工事その他の政令で定める工事を除

く。）は、前項の認定証の交付を受けた後でな

ければ、することができない。  

５  市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が

第六十二条の規定に違反すると認める場合に

おいては、直ちに、その旨を当該建築物を管理

する国の機関等に通知し、第六十四条第一項に

規定する必要な措置をとるべきことを要請し

なければならない。  

（条例との関係）  

第六十七条  第六十三条第二項及び前条第三項

の規定は、市町村が、これらの規定による認定

の審査の手続について、これらの規定に反しな

い限り、条例で必要な規定を定めることを妨げ

るものではない。  

（工事現場における認定の表示等）  

第六十八条  景観地区内の建築物の建築等の工

事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、

国土交通省令で定めるところにより、建築等工

事主、設計者（その者の責任において、設計図

書を作成した者をいう。以下同じ。）、工事施

工者（建築物に関する工事の請負人又は請負契

約によらないで自らその工事をする者をいう。

以下同じ。）及び工事の現場管理者の氏名又は

名称並びに当該工事に係る計画について第六

十三条第二項又は第六十六条第三項の規定に

よる認定があった旨の表示をしなければなら

ない。  

２  景観地区内の建築物の建築等の工事の施工

者は、当該工事に係る第六十三条第二項又は第

六十六条第三項の規定による認定を受けた計

画の写しを当該工事現場に備えて置かなけれ

ばならない。  

（適用の除外）  

第六十九条  第六十二条から前条までの規定は、

次に掲げる建築物については、適用しない。  

一  第十九条第一項の規定により景観重要建造

物として指定された建築物  

二  文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記

念物として指定され、又は仮指定された建築物  

三  文化財保護法第百四十三条第一項の伝統的

建造物群保存地区内にある建築物  

四  第二号に掲げる建築物であったものの原形

を再現する建築物で、市町村長がその原形の再

現がやむを得ないと認めたもの  

五  前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形

成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物とし

て市町村の条例で定めるもの  

２  景観地区に関する都市計画が定められ、又は

変更された際現に存する建築物又は現に建築

等の工事中の建築物が、第六十二条の規定に適

合しない場合又は同条の規定に適合しない部

分を有する場合においては、当該建築物又はそ

の部分に対しては、同条から前条までの規定は、

適用しない。  

３  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当す

る建築物又はその部分に対しては、適用しない。  

一  景観地区に関する都市計画の変更前に第六

十二条の規定に違反している建築物又はその

部分  

二  景観地区に関する都市計画が定められ、又は

変更された後に増築、改築又は移転の工事に着

手した建築物  
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三  景観地区に関する都市計画が定められ、又は

変更された後に外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着

手した建築物の当該工事に係る部分  

（形態意匠の制限に適合しない建築物に対する

措置）  

第七十条  市町村長は、前条第二項の規定により

第六十二条から第六十八条までの規定の適用

を受けない建築物について、その形態意匠が景

観地区における良好な景観の形成に著しく支

障があると認める場合においては、当該市町村

の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の

所有者、管理者又は占有者に対して、相当の期

限を定めて、当該建築物の改築、模様替、色彩

の変更その他都市計画において定められた建

築物の形態意匠の制限に適合するために必要

な措置をとることを命ずることができる。この

場合においては、市町村は、当該命令に基づく

措置によって通常生ずべき損害を時価によっ

て補償しなければならない。  

２  前項の規定によって補償を受けることがで

きる者は、その補償金額に不服がある場合にお

いては、政令で定めるところにより、その決定

の通知を受けた日から一月以内に土地収用法

第九十四条第二項の規定による収用委員会の

裁決を求めることができる。  

（報告及び立入検査）  

第七十一条  市町村長は、この款の規定の施行に

必要な限度において、政令で定めるところによ

り、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、

建築等工事主、設計者、工事監理者若しくは工

事施工者に対し、建築物の建築等に関する工事

の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、又

はその職員に、建築物の敷地若しくは工事現場

に立ち入り、建築物、建築材料その他建築物に

関する工事に関係がある物件を検査させるこ

とができる。  

２  前項の規定により立入検査をする職員は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示し

なければならない。  

３  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪

捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。  

     第三款 工作物等の制限  

（工作物の形態意匠等の制限）  

第七十二条  市町村は、景観地区内の工作物につ

いて、政令で定める基準に従い、条例で、その

形態意匠の制限、その高さの最高限度若しくは

最低限度又は壁面後退区域（当該景観地区に関

する都市計画において壁面の位置の制限が定

められた場合における当該制限として定めら

れた限度の線と敷地境界線との間の土地の区

域をいう。第四項において同じ。）における工

作物（土地に定着する工作物以外のものを含む。

同項において同じ。）の設置の制限を定めるこ

とができる。この場合において、これらの制限

に相当する事項が定められた景観計画に係る

景観計画区域内においては、当該条例は、当該

景観計画による良好な景観の形成に支障がな

いように定めるものとする。  

２  前項前段の規定に基づく条例（以下「景観地

区工作物制限条例」という。）で工作物の形態

意匠の制限を定めたものには、第六十三条、第

六十四条、第六十六条、第六十八条及び前条の

規定の例により、当該条例の施行に必要な市町

村長による計画の認定、違反工作物に対する違

反是正のための措置その他の措置に関する規

定を定めることができる。  

３  前項の規定は、第六十三条第二項及び第六十

六条第三項の規定の例により景観地区工作物

制限条例に定めた市町村長の認定の審査の手

続について、これらの規定に反しない限り、当

該条例で必要な規定を定めることを妨げるも

のではない。  

４  工作物の高さの最高限度若しくは最低限度

又は壁面後退区域における工作物の設置の制

限を定めた景観地区工作物制限条例には、第六

十四条及び前条の規定の例により、当該条例の

施行に必要な違反工作物に対する違反是正の

ための措置その他の措置に関する規定を定め

ることができる。  

５  景観地区工作物制限条例には、市町村長は、

当該条例の規定により第六十四条第一項の処

分に相当する処分をしたときは、当該処分に係

る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び

住所その他国土交通省令で定める事項を、建設

業法の定めるところにより当該請負人を監督

する国土交通大臣又は都道府県知事に通知し

なければならない旨を定めることができる。  

６  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規

定に基づく景観地区工作物制限条例の規定に

より同項の通知を受けた場合においては、遅滞

なく、当該通知に係る請負人について、建設業

法による業務の停止の処分その他必要な措置

を講ずるものとし、その結果を当該通知をした

市町村長に通知しなければならない。  

（開発行為等の制限）  
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第七十三条  市町村は、景観地区内において、都

市計画法第四条第十二項に規定する開発行為

（次節において「開発行為」という。）その他

政令で定める行為について、政令で定める基準

に従い、条例で、良好な景観を形成するため必

要な規制をすることができる。  

２  都市計画法第五十一条の規定は、前項の規定

に基づく条例の規定による処分に対する不服

について準用する。  

    第二節 準景観地区  

（準景観地区の指定）  

第七十四条  市町村は、都市計画区域及び準都市

計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建

築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成さ

れている一定の区域について、その景観の保全

を図るため、準景観地区を指定することができ

る。  

２  市町村は、準景観地区を指定しようとすると

きは、あらかじめ、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、その旨を公告し、当該準景観地区の

区域の案を、当該準景観地区を指定しようとす

る理由を記載した書面を添えて、当該公告から

二週間公衆の縦覧に供しなければならない。  

３  前項の規定による公告があったときは、住民

及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日ま

でに、縦覧に供された準景観地区の区域の案に

ついて、市町村に意見書を提出することができ

る。  

４  市町村は、第一項の規定により準景観地区を

指定しようとするときは、あらかじめ、前項の

規定により提出された意見書の写しを添えて、

都道府県知事に協議し、その同意を得なければ

ならない。  

５  準景観地区の指定は、国土交通省令で定める

ところにより、公告することにより行う。  

６  前各項の規定は、準景観地区の変更について

準用する。  

（準景観地区内における行為の規制）  

第七十五条  市町村は、準景観地区内における建

築物又は工作物について、景観地区内における

これらに対する規制に準じて政令で定める基

準に従い、条例で、良好な景観を保全するため

必要な規制（建築物については、建築基準法第

六十八条の九第二項の規定に基づく条例によ

り行われるものを除く。）をすることができる。  

２  市町村は、準景観地区内において、開発行為

その他政令で定める行為について、政令で定め

る基準に従い、条例で、良好な景観を保全する

ため必要な規制をすることができる。  

３  都市計画法第五十一条の規定は、前項の規定

に基づく条例の規定による処分に対する不服

について準用する。  

    第三節 地区計画等の区域内における

建築物等の形態意匠の制限  

第七十六条  市町村は、地区計画等の区域（地区

整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区

整備地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落

地区整備計画において、建築物又は工作物（以

下この条において「建築物等」という。）の形

態意匠の制限が定められている区域に限る。）

内における建築物等の形態意匠について、政令

で定める基準に従い、条例で、当該地区計画等

において定められた建築物等の形態意匠の制

限に適合するものとしなければならないこと

とすることができる。  

２  前項の規定による制限は、建築物等の利用上

の必要性、当該区域内における土地利用の状況

等を考慮し、当該地区計画等の区域の特性にふ

さわしい良好な景観の形成を図るため、合理的

に必要と認められる限度において行うものと

する。  

３  第一項の規定に基づく条例（以下「地区計画

等形態意匠条例」という。）には、第六十三条、

第六十四条、第六十六条、第六十八条及び第七

十一条の規定の例により、当該条例の施行のた

め必要な市町村長による計画の認定、違反建築

物又は違反工作物に対する違反是正のための

措置その他の措置に関する規定を定めること

ができる。  

４  前項の規定は、第六十三条第二項及び第六十

六条第三項の規定の例により地区計画等形態

意匠条例に定めた市町村長の認定の審査の手

続について、これらの規定に反しない限り、当

該条例で必要な規定を定めることを妨げるも

のではない。  

５  地区計画等形態意匠条例には、市町村長は、

当該条例の規定により第六十四条第一項の処

分に相当する処分をしたときは、当該処分が建

築物の建築等に係る場合にあっては当該処分

に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工

事の請負人又は当該建築物について宅地建物

取引業に係る取引をした宅地建物取引業者の

氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で

定める事項を建築士法、建設業法又は宅地建物

取引業法の定めるところによりこれらの者を
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監督する国土交通大臣又は都道府県知事に、当

該処分が工作物の建設等に係る場合にあって

は当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏

名又は名称及び住所その他国土交通省令で定

める事項を建設業法の定めるところにより当

該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府

県知事に、それぞれ通知しなければならない旨

を定めることができる。  

６  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規

定に基づく地区計画等形態意匠条例の規定に

より同項の通知を受けた場合においては、遅滞

なく、当該通知に係る者について、建築士法、

建設業法又は宅地建物取引業法による業務の

停止の処分その他必要な措置を講ずるものと

し、その結果を当該通知をした市町村長に通知

しなければならない。  

    第四節 雑則  

（仮設建築物又は仮設工作物に対する制限の緩

和）  

第七十七条  非常災害があった場合において、そ

の発生した区域又はこれに隣接する区域で市

町村長が指定するものの内においては、災害に

より破損した建築物若しくは工作物の応急の

修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急

仮設建築物の建築等若しくは応急仮設工作物

の建設等若しくは設置でその災害が発生した

日から一月以内にその工事に着手するものに

ついては、この章の規定は、適用しない。  

一  国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救

助のために建築等又は建設等若しくは設置を

するもの  

二  被災者が自ら使用するために建築等をする

建築物でその延べ面積が政令で定める規模以

内のもの  

２  災害があった場合において建築等又は建設

等若しくは設置をする停車場、官公署その他こ

れらに類する公益上必要な用途に供する応急

仮設建築物若しくは応急仮設工作物又は工事

を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、

材料置場その他これらに類する仮設建築物若

しくは仮設工作物については、この章の規定は、

適用しない。  

３  前二項の応急仮設建築物の建築等又は応急

仮設工作物の建設等若しくは設置をした者は、

その工事を完了した後三月を超えてこの章の

規定の適用を受けないで当該建築物又は工作

物を存続しようとする場合においては、その超

えることとなる日前に、市町村長の許可を受け

なければならない。ただし、当該許可の申請を

した場合において、その超えることとなる日前

に当該申請に対する処分がされないときは、当

該処分がされるまでの間は、なおこの章の規定

の適用を受けないで当該建築物又は工作物を

存続することができる。  

４  市町村長は、前項の許可の申請があった場合

において、良好な景観の形成に著しい支障がな

いと認めるときは、二年以内の期間を限って、

その許可をすることができる。  

５  市町村長は、第三項の許可の申請があった場

合において、良好な景観の形成のため必要があ

ると認めるときは、許可に必要な条件を付する

ことができる。  

（国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又

は援助）  

第七十八条  市町村長は、都道府県知事又は国土

交通大臣に対し、この章の規定の適用に関し必

要な助言又は援助を求めることができる。  

２  国土交通大臣及び都道府県知事は、市町村長

に対し、この章の規定の適用に関し必要な勧告、

助言又は援助をすることができる。  

（市町村長に対する指示等）  

第七十九条  国土交通大臣は、市町村長がこの章

の規定若しくは当該規定に基づく命令の規定

に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠

っている場合において、国の利害に重大な関係

がある建築物に関し必要があると認めるとき

は、当該市町村長に対して、期限を定めて、必

要な措置をとるべきことを指示することがで

きる。  

２  市町村長は、正当な理由がない限り、前項の

規定により国土交通大臣が行った指示に従わ

なければならない。  

３  国土交通大臣は、市町村長が正当な理由がな

く、所定の期限までに、第一項の規定による指

示に従わない場合においては、正当な理由がな

いことについて社会資本整備審議会の確認を

得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をと

ることができる。  

（書類の閲覧）  

第八十条  市町村長は、第六十三条第一項の認定

その他この章の規定並びに当該規定に基づく

命令及び条例の規定による処分に関する書類

であって国土交通省令で定めるものについて

は、国土交通省令で定めるところにより、閲覧

の請求があった場合には、これを閲覧させなけ

ればならない。  

   第四章 景観協定  
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（景観協定の締結等）  

第八十一条  景観計画区域内の一団の土地（公共

施設の用に供する土地その他の政令で定める

土地を除く。）の所有者及び借地権を有する者

（土地区画整理法 （昭和二十九年法律第百十

九号）第九十八条第一項 （大都市地域におけ

る住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別

措置法 （昭和五十年法律第六十七号。以下「大

都市住宅等供給法」という。）第八十三条 に

おいて準用する場合を含む。以下この章におい

て同じ。）の規定により仮換地として指定され

た土地にあっては、当該土地に対応する従前の

土地の所有者及び借地権を有する者。以下この

章において「土地所有者等」という。）は、そ

の全員の合意により、当該土地の区域における

良好な景観の形成に関する協定（以下「景観協

定」という。）を締結することができる。ただ

し、当該土地（土地区画整理法第九十八条第一

項 の規定により仮換地として指定された土地

にあっては、当該土地に対応する従前の土地）

の区域内に借地権の目的となっている土地が

ある場合においては、当該借地権の目的となっ

ている土地の所有者の合意を要しない。  

２  景観協定においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。  

一  景観協定の目的となる土地の区域（以下「景

観協定区域」という。）  

二  良好な景観の形成のための次に掲げる事項

のうち、必要なもの  

イ 建築物の形態意匠に関する基準 

ロ 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は

建築設備に関する基準 

ハ 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意

匠に関する基準 

ニ 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項 

ホ 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する

物件の設置に関する基準 

ヘ 農用地の保全又は利用に関する事項 

ト その他良好な景観の形成に関する事項 

三  景観協定の有効期間  

四  景観協定に違反した場合の措置  

３  景観協定においては、前項各号に掲げるもの

のほか、景観計画区域内の土地のうち、景観協

定区域に隣接した土地であって、景観協定区域

の一部とすることにより良好な景観の形成に

資するものとして景観協定区域の土地となる

ことを当該景観協定区域内の土地所有者等が

希望するもの（以下「景観協定区域隣接地」と

いう。）を定めることができる。  

４  景観協定は、景観行政団体の長の認可を受け

なければならない。  

（認可の申請に係る景観協定の縦覧等）  

第八十二条  景観行政団体の長は、前条第四項の

規定による景観協定の認可の申請があったと

きは、国土交通省令・農林水産省令で定めると

ころにより、その旨を公告し、当該景観協定を

当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さ

なければならない。  

２  前項の規定による公告があったときは、関係

人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該景

観協定について、景観行政団体の長に意見書を

提出することができる。  

（景観協定の認可）  

第八十三条  景観行政団体の長は、第八十一条第

四項の規定による景観協定の認可の申請が、次

の各号のいずれにも該当するときは、当該景観

協定を認可しなければならない。  

一  申請手続が法令に違反しないこと。  

二  土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限

するものでないこと。  

三  第八十一条第二項各号に掲げる事項（当該景

観協定において景観協定区域隣接地を定める

場合にあっては、当該景観協定区域隣接地に関

する事項を含む。）について国土交通省令・農

林水産省令で定める基準に適合するものであ

ること。  

２  建築基準法第四条第一項 の建築主事を置か

ない市町村である景観行政団体の長は、第八十

一条第二項第二号ロに掲げる事項を定めた景

観協定について前項の認可をしようとすると

きは、前条第二項の規定により提出された意見

書の写しを添えて、都道府県知事に協議し、そ

の同意を得なければならない。  

３  景観行政団体の長は、第一項の認可をしたと

きは、国土交通省令・農林水産省令で定めると

ころにより、その旨を公告し、かつ、当該景観

協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備

えて公衆の縦覧に供するとともに、景観協定区

域である旨を当該区域内に明示しなければな

らない。  

（景観協定の変更）  

第八十四条  景観協定区域内における土地所有

者等（当該景観協定の効力が及ばない者を除

く。）は、景観協定において定めた事項を変更

しようとする場合においては、その全員の合意

をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認

可を受けなければならない。  

２  前二条の規定は、前項の変更の認可について

準用する。  
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（景観協定区域からの除外）  

第八十五条  景観協定区域内の土地（土地区画整

理法第九十八条第一項 の規定により仮換地と

して指定された土地にあっては、当該土地に対

応する従前の土地）で当該景観協定の効力が及

ばない者の所有するものの全部又は一部につ

いて借地権が消滅した場合においては、当該借

地権の目的となっていた土地（同項 の規定に

より仮換地として指定された土地に対応する

従前の土地にあっては、当該土地についての仮

換地として指定された土地）は、当該景観協定

区域から除外されるものとする。  

２  景観協定区域内の土地で土地区画整理法第

九十八条第一項 の規定により仮換地として指

定されたものが、同法第八十六条第一項 の換

地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第

一項 の換地計画において当該土地に対応する

従前の土地についての換地として定められず、

かつ、土地区画整理法第九十一条第三項 （大

都市住宅等供給法第八十二条 において準用す

る場合を含む。）の規定により当該土地に対応

する従前の土地の所有者に対してその共有持

分を与えるように定められた土地としても定

められなかったときは、当該土地は、土地区画

整理法第百三条第四項 （大都市住宅等供給法

第八十三条 において準用する場合を含む。）

の公告があった日が終了した時において当該

景観協定区域から除外されるものとする。  

３  前二項の規定により景観協定区域内の土地

が当該景観協定区域から除外された場合にお

いては、当該借地権を有していた者又は当該仮

換地として指定されていた土地に対応する従

前の土地に係る土地所有者等（当該景観協定の

効力が及ばない者を除く。）は、遅滞なく、そ

の旨を景観行政団体の長に届け出なければな

らない。  

４  第八十三条第三項の規定は、前項の規定によ

る届出があった場合その他景観行政団体の長

が第一項又は第二項の規定により景観協定区

域内の土地が当該景観協定区域から除外され

たことを知った場合について準用する。  

（景観協定の効力）  

第八十六条  第八十三条第三項（第八十四条第二

項において準用する場合を含む。）の規定によ

る認可の公告のあった景観協定は、その公告の

あった後において当該景観協定区域内の土地

所有者等となった者（当該景観協定について第

八十一条第一項又は第八十四条第一項の規定

による合意をしなかった者の有する土地の所

有権を承継した者を除く。）に対しても、その

効力があるものとする。  

（景観協定の認可の公告のあった後景観協定に

加わる手続等）  

第八十七条  景観協定区域内の土地の所有者（土

地区画整理法第九十八条第一項 の規定により

仮換地として指定された土地にあっては、当該

土地に対応する従前の土地の所有者）で当該景

観協定の効力が及ばないものは、第八十三条第

三項（第八十四条第二項において準用する場合

を含む。）の規定による認可の公告があった後

いつでも、景観行政団体の長に対して書面でそ

の意思を表示することによって、当該景観協定

に加わることができる。  

２  景観協定区域隣接地の区域内の土地に係る

土地所有者等は、第八十三条第三項（第八十四

条第二項において準用する場合を含む。）の規

定による認可の公告があった後いつでも、当該

土地に係る土地所有者等の全員の合意により、

景観行政団体の長に対して書面でその意思を

表示することによって、景観協定に加わること

ができる。ただし、当該土地（土地区画整理法

第九十八条第一項 の規定により仮換地として

指定された土地にあっては、当該土地に対応す

る従前の土地）の区域内に借地権の目的となっ

ている土地がある場合においては、当該借地権

の目的となっている土地の所有者の合意を要

しない。  

３  景観協定区域隣接地の区域内の土地に係る

土地所有者等で前項の意思を表示したものに

係る土地の区域は、その意思の表示のあった時

以後、景観協定区域の一部となるものとする。  

４  第八十三条第三項の規定は、第一項又は第二

項の規定による意思の表示があった場合につ

いて準用する。  

５  景観協定は、第一項又は第二項の規定により

当該景観協定に加わった者がその時において

所有し、又は借地権を有していた当該景観協定

区域内の土地（土地区画整理法第九十八条第一

項 の規定により仮換地として指定された土地

にあっては、当該土地に対応する従前の土地）

について、前項において準用する第八十三条第

三項の規定による公告のあった後において土

地所有者等となった者（当該景観協定について

第二項の規定による合意をしなかった者の有

する土地の所有権を承継した者及び前条の規

定の適用がある者を除く。）に対しても、その

効力があるものとする。  

（景観協定の廃止）  
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第八十八条  景観協定区域内の土地所有者等（当

該景観協定の効力が及ばない者を除く。）は、

第八十一条第四項又は第八十四条第一項の認

可を受けた景観協定を廃止しようとする場合

においては、その過半数の合意をもってその旨

を定め、景観行政団体の長の認可を受けなけれ

ばならない。  

２  景観行政団体の長は、前項の認可をしたとき

は、その旨を公告しなければならない。  

（土地の共有者等の取扱い）  

第八十九条  土地又は借地権が数人の共有に属

するときは、第八十一条第一項、第八十四条第

一項、第八十七条第一項及び第二項並びに前条

第一項の規定の適用については、合わせて一の

所有者又は借地権を有する者とみなす。  

（一の所有者による景観協定の設定）  

第九十条  景観計画区域内の一団の土地（第八十

一条第一項の政令で定める土地を除く。）で、

一の所有者以外に土地所有者等が存しないも

のの所有者は、良好な景観の形成のため必要が

あると認めるときは、景観行政団体の長の認可

を受けて、当該土地の区域を景観協定区域とす

る景観協定を定めることができる。  

２  景観行政団体の長は、前項の規定による景観

協定の認可の申請が第八十三条第一項各号の

いずれにも該当し、かつ、当該景観協定が良好

な景観の形成のため必要であると認める場合

に限り、当該景観協定を認可するものとする。  

３  第八十三条第二項及び第三項の規定は、前項

の規定による認可について準用する。  

４  第二項の規定による認可を受けた景観協定

は、認可の日から起算して三年以内において当

該景観協定区域内の土地に二以上の土地所有

者等が存することとなった時から、第八十三条

第三項の規定による認可の公告のあった景観

協定と同一の効力を有する景観協定となる。  

（借主等の地位）  

第九十一条  景観協定に定める事項が建築物又

は工作物の借主の権限に係る場合においては、

その景観協定については、当該建築物又は工作

物の借主を土地所有者等とみなして、この章の

規定を適用する。  

２  景観協定に農用地の保全又は利用に関する

事項を定める場合においては、その景観協定に

ついては、当該農用地につき地上権、永小作権、

質権、賃借権、使用貸借による権利その他の使

用及び収益を目的とする権利を有する者を土

地所有者等とみなして、この章の規定を適用す

る。  

   第五章 景観整備機構  

（指定）  

第九十二条  景観行政団体の長は、民法第三十四

条 の法人又は特定非営利活動促進法第二条第

二項 の特定非営利活動法人であって、次条に

規定する業務を適正かつ確実に行うことがで

きると認められるものを、その申請により、景

観整備機構（以下「機構」という。）として指

定することができる。  

２  景観行政団体の長は、前項の規定による指定

をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務

所の所在地を公示しなければならない。  

３  機構は、その名称、住所又は事務所の所在地

を変更しようとするときは、あらかじめ、その

旨を景観行政団体の長に届け出なければなら

ない。  

４  景観行政団体の長は、前項の規定による届出

があったときは、当該届出に係る事項を公示し

なければならない。  

（機構の業務）  

第九十三条  機構は、次に掲げる業務を行うもの

とする。  

一  良好な景観の形成に関する事業を行う者に

対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、

情報の提供、相談その他の援助を行うこと。  

二  管理協定に基づき景観重要建造物又は景観

重要樹木の管理を行うこと。  

三  景観重要建造物と一体となって良好な景観

を形成する広場その他の公共施設に関する事

業若しくは景観計画に定められた景観重要公

共施設に関する事業を行うこと又はこれらの

事業に参加すること。  

四  前号の事業に有効に利用できる土地で政令

で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。  

五  第五十五条第二項第一号の区域内にある土

地を景観農業振興地域整備計画に従って利用

するため、委託に基づき農作業を行い、並びに

当該土地についての権利を取得し、及びその土

地の管理を行うこと。  

六  良好な景観の形成に関する調査研究を行う

こと。  

七  前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形

成を促進するために必要な業務を行うこと。  

（機構の業務に係る公有地の拡大の推進に関す

る法律 の特例）  

第九十四条  公有地の拡大の推進に関する法律 

（昭和四十七年法律第六十六号）第四条第一項 

の規定は、機構に対し、前条第四号に掲げる業

務の用に供させるために同項 に規定する土地
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を有償で譲り渡そうとする者については、適用

しない。  

（監督等）  

第九十五条  景観行政団体の長は、第九十三条各

号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保

するため必要があると認めるときは、機構に対

し、その業務に関し報告をさせることができる。  

２  景観行政団体の長は、機構が第九十三条各号

に掲げる業務を適正かつ確実に実施していな

いと認めるときは、機構に対し、その業務の運

営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを

命ずることができる。  

３  景観行政団体の長は、機構が前項の規定によ

る命令に違反したときは、第九十二条第一項の

規定による指定を取り消すことができる。  

４  景観行政団体の長は、前項の規定により指定

を取り消したときは、その旨を公示しなければ

ならない。  

（情報の提供等）  

第九十六条  国及び関係地方公共団体は、機構に

対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供

又は指導若しくは助言をするものとする。  

   第六章 雑則  

（権限の委任）  

第九十七条  この法律に規定する国土交通大臣

の権限は、国土交通省令で定めるところにより、

その一部を地方整備局長又は北海道開発局長

に委任することができる。  

（政令への委任）  

第九十八条  この法律に定めるもののほか、この

法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。  

（経過措置）  

第九十九条  この法律の規定に基づき命令を制

定し、又は改廃する場合においては、その命令

で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判

断される範囲内において、所要の経過措置（罰

則に関する経過措置を含む。）を定めることが

できる。  

   第七章 罰則  

第百条  第十七条第五項の規定による景観行政

団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定

による市町村長の命令に違反した者は、一年以

下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

第百一条  次の各号のいずれかに該当する者は、

五十万円以下の罰金に処する。  

一  第十七条第一項の規定による景観行政団体

の長の命令又は第七十条第一項の規定による

市町村長の命令に違反した者  

二  第六十三条第一項の規定に違反して、申請書

を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者  

三  第六十三条第四項の規定に違反して、建築物

の建築等の工事をした者  

四  第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮

設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者  

第百二条  次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。  

一  第十六条第一項又は第二項の規定に違反し

て、届出をせず、又は虚偽の届出をした者  

二  第十七条第七項又は第七十一条第一項の規

定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  

三  第十七条第七項の規定による立入検査若し

くは立入調査又は第七十一条第一項の規定に

よる立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者  

四  第十八条第一項の規定に違反して、届出に係

る行為に着手した者  

五  第二十二条第一項又は第三十一条第一項の

規定に違反して、行為をした者  

六  第二十二条第三項（第三十一条第二項におい

て準用する場合を含む。）の規定により許可に

付された条件に違反した者  

七  第二十三条第一項（第三十二条第一項におい

て準用する場合を含む。）の規定による景観行

政団体の長の命令に違反した者  

八  第六十八条の規定に違反して、認定があった

旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写し

を備えて置かなかった者  

第百三条  法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対して各本条の罰金刑を科する。  

第百四条  第二十六条又は第三十四条の規定に

よる景観行政団体の長の命令に違反した者は、

三十万円以下の過料に処する。  

第百五条  第四十五条の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過

料に処する。  

第百六条  第四十三条の規定に違反して、届出を

せず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下

の過料に処する。  

第百七条  第七十二条第一項、第七十三条第一項、

第七十五条第一項若しくは第二項又は第七十

六条第一項の規定に基づく条例には、これに違

反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する

旨の規定を設けることができる。  
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   附 則  

 この法律は、公布の日から起算して六月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算

して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。  

 

   附 則 （平成一六年五月二八日法律第六

一号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施

行する。  

 

   附 則 （平成一七年六月一〇日法律第五

三号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して三月

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。  

（景観法の一部改正に伴う経過措置）  

第十六条  この法律の施行前に前条の規定によ

る改正前の景観法第五十五条第四項において

準用する旧農振法第十一条第一項（旧農振法第

十三条第四項において準用する場合を含む。）

の規定による公告がされた景観農業振興地域

整備計画の策定又は変更については、なお従前

の例による。  

 

   附 則 （平成一七年七月二九日法律第八

九号） 抄  

（施行期日等） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月

を超えない範囲内において政令で定める日（以

下「施行日」という。）から施行する。ただし、

次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日か

ら施行する。  

（政令への委任）  

第二十七条  この附則に規定するもののほか、こ

の法律の施行に関して必要な経過措置は、政令

で定める。  

 

   附 則 （平成一七年一〇月二一日法律第

一〇二号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日か

ら施行する。  

（罰則に関する経過措置） 

第百十七条  この法律の施行前にした行為、この

附則の規定によりなお従前の例によることと

される場合におけるこの法律の施行後にした

行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規

定によりなおその効力を有するものとされる

旧郵便為替法第三十八条の八（第二号及び第三

号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした

行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の

規定によりなおその効力を有するものとされ

る旧郵便振替法第七十条（第二号及び第三号に

係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、

この法律の施行後附則第二十七条第一項の規

定によりなおその効力を有するものとされる

旧郵便振替預り金寄附委託法第八条（第二号に

係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、

この法律の施行後附則第三十九条第二項の規

定によりなおその効力を有するものとされる

旧公社法第七十条（第二号に係る部分に限る。）

の規定の失効前にした行為、この法律の施行後

附則第四十二条第一項の規定によりなおその

効力を有するものとされる旧公社法第七十一

条及び第七十二条（第十五号に係る部分に限

る。）の規定の失効前にした行為並びに附則第

二条第二項の規定の適用がある場合における

郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀

行に係る特定日前にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。  

 

   附 則 （平成一八年六月二日法律第五〇

号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の

日から施行する。  

（調整規定） 

２  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の

高度化に対処するための刑法等の一部を改正

する法律（平成十八年法律第   号）の施行

の日が施行日後となる場合には、施行日から同

法の施行の日の前日までの間における組織的

な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する

法律（平成十一年法律第百三十六号。次項にお

いて「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六

十二号の規定の適用については、同号中「中間

法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十

七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四

条（理事等の特別背任）の罪」とする。  

３  前項に規定するもののほか、同項の場合にお

いて、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理
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の高度化に対処するための刑法等の一部を改

正する法律の施行の日の前日までの間におけ

る組織的犯罪処罰法の規定の適用については、

第四百五十七条の規定によりなお従前の例に

よることとされている場合における旧中間法

人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、

組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪

とみなす。  

 

   附 則 （平成一八年一二月二〇日法律第

一一四号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して二年

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。  
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古都大津の風格ある景観をつくる 

基本条例 
平成16年 3月23日 

条例第4号 

 

満々と水をたたえた琵琶湖のほとりにある大

津は、濃い緑を水面に映す比叡、比良の山々に抱

かれて、その歴史を刻んできた。 

特に、大津京遷都以降は、歴史上、重要な地域

として発展し、豊かな自然の中で多様な歴史と文

化を積み重ねてきた。 

湖と山々が織り成す雄大な、そして四季折々に

独特の風情を醸し出す大津の景観は、先人たちの

心を魅了し、豊かな心情を育み、多くの歴史的文

化資産と伝統を現代に伝える源ともなった。 

都市として発展と成長を重ねた大津は、現代に

入り、風光明媚な歴史の集積地としての落ち着い

たたたずまいに近代都市としての躍動的な雰囲

気を併せ持つなど、その姿を著しく変貌ぼうさせた。 

都市化の潮流は、全国的な規模で押し寄せたも

のであり、大津を特徴づけてきた自然景観や歴史

景観の喪失を生じさせもした。 

しかし、今、大津固有の豊かな自然環境と歴史

的文化資産は、古都としてより広く強く認知され

るようになった。 

今こそ、その保全、再生、創造のまちづくりに

立ち上がる時である。 

遥かなる時を超え、現代に受け継がれた古都大

津の景観は、今や国民的資産であることを認識し、

それらを後代に継承していくことは、市民一人ひ

とりに課せられた重大な責務であることにかん

がみ、ここに、郷土愛に裏付けられた高い志と、

不断の努力を継続する強い意志をもって、水と緑

の自然景観や歴史景観を守るとともに、さらなる

きらめきを放つ古都大津の美しく風格ある景観

づくりを推進するため、この条例を制定する。 

 

(目的) 

第 1条 この条例は、大津の景観づくり(景観を

より良くするための行為をいう。以下同じ。)

について、基本理念を定め、市、市民及び事業

者の責務を明らかにするとともに、関係する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及

び将来の市民の健康で文化的な生活の確保及

びまちの活力向上に寄与することを目的とす

る。 

 

(基本理念) 

第 2条 景観づくりは、市、市民及び事業者が協

働して、時代を超えて変わらない価値を持つ自

然環境や歴史的風土を保全し、及び増進させる

とともに、それらと調和した古都大津にふさわ

しい新たな景観を創出していくこと(「自然と

歴史と文化が響き合う古都大津の景観を創り、

育てる」)を旨として、行われなければならな

い。 

 

(市の責務) 

第 3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基

本理念」という。)にのっとり、景観づくりの

ための総合的な施策を策定し、及び実施しなけ

ればならない。 

 

(市民の責務) 

第 4条 市民は、基本理念にのっとり、主体的な

景観づくりに係る活動を推進するとともに、市

が実施する景観づくりに関する施策に協力し

なければならない。 

 

(事業者の責務) 

第 5条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の

利用等の事業活動に際し、景観づくりに努める

とともに、市が実施する景観づくりに関する施

策に協力しなければならない。 

 

(景観づくり基本計画) 

第 6条 市長は、景観づくりのための総合的な施

策を計画的に推進するために、次に掲げる事項

を定める景観づくり基本計画を策定しなけれ

ばならない。 

(1) 景観づくりの基本目標及び基本方針 

(2) 基本目標を達成するための施策 

(3) 施策を推進するための体制 

(4) その他景観づくりに関し必要な事項 

 

(景観づくりの実施のための法的措置) 
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第 7条 市は、景観づくりを実施するため、次に

掲げる措置をとるものとする。 

(1) 計画的な規制誘導を行うため、既存の法制

度を活用するとともに、必要に応じて規制内容

等を見直すこと。 

(2) 前号に掲げる措置により規制誘導すること

ができない事項について、別途条例による規制

等をすること。 

 

(景観づくり重点推進地区) 

第 8条 市は、景観づくりを重点的に推進すべき

地区(以下「重点推進地区」という。)を選定し、

先導的に関連施策等を推進することができる。 

2 市は、重点推進地区を選定したときは、当該

重点推進地区の住民等と連携し、当該重点推進

地区における景観づくりに係る実施計画を策

定するものとする。 

 

(公共空間等における景観づくり) 

第 9条 市は、公共の用に供する空間又は施設を

整備する際、当該事業が行われる地域の景観の

特性、当該事業が景観に与える影響等に配慮し、

必要な措置を講じなければならない。 

 

(広報、啓発等) 

第 10条 市は、基本理念並びに景観づくり基本

計画に定める景観づくりの基本目標及び基本

方針を周知するため、市民又は事業者を対象と

する広報及び意識啓発を積極的に行わなけれ

ばならない。 

2 市長は、市民又は事業者が主体となった景観

づくりに係る活動の中で特に優れたものに対

し、その功績を表彰することができる。 

3 市は、景観づくりに寄与していると認められ

る事業を行う市民又は事業者に対し、技術的指

導、関係情報の提供、助成その他必要と認めら

れる支援を行うことができる。 

 

(推進体制) 

第 11条 市は、関係機関相互の連携及び施策の

調整を図り、景観づくりに関する施策を総合的

かつ効率的に推進するための組織体制を整備

しなければならない。 

(平 18条例9・旧第12条繰上) 

 

(委任) 

第12条 この条例の施行について必要な事項は、

市長が定める。 

 

(平 18条例9・旧第13条繰上) 

附 則 

この条例は、平成16年4月1日から施行する。 

附 則(平成 18年 3月17日条例第9号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 
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大津市景観法施行条例 
平成18年 3月17日 

条例第8号 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、景観法(平成16年法律第

110号。以下「法」という。)の施行に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

(景観計画の変更の手続) 

第 2条 市長は、景観計画(法第8条第1項に規

定する景観計画をいう。以下同じ。)を変更しよう

とするときは、法第9条第8項において準用す

る同条第1項、第2項及び第4項から第6項ま

での規定によるほか、大津市景観審議会の意見を

聴かなければならない。 

 

(景観計画区域内における行為の届出) 

第 3条 法第 16条第1項の規定による届出(同

項第4号に掲げる行為に関するものに限る。)は、

同項に規定する事項を記載した届出書を提出し

て行うものとする。 

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付し

なければならない。 

(1) 当該行為を行う土地の場所(以下この項に

おいて「行為地」という。)及び行為地の周

辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の

1以上(当該行為の規模により、この縮尺に

よっては適切に表示することができない場

合には、市長が適切と認める縮尺)のもの 

(2) 行為地及び行為地の周辺の状況を示す写

真 

(3) 当該行為の内容を明らかにする図面で行

為の種類に応じて市長が定める縮尺以上の

もの 

(4) その他参考となるべき事項を記載した図

書 

3 前項の規定にかかわらず、市長は、前項各号

に掲げる図書の添付の必要がないと認めると

きは、これを省略させることができる。 

 

(届出が必要な事項) 

第 4条 法第 16条第1項の規定により条例で

定める届出を必要とする事項は、行為をしようと

する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっ

ては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに

行為の完了予定日とする。 

 

(景観計画区域内において届出が必要な行為) 

第 5条 法第 16条第1項第4号の条例で定め

る行為は、景観法施行令(平成16年政令第398

号。以下「政令」という。)第 4条第1号、第2

号(木竹の植栽を除く。)、第 4号及び第5号に掲

げる行為とする。 

 

(添付が必要な図書) 

第 6条 景観法施行規則(平成16年国土交通省

令第100号)第 1条第 2項第4号の条例で定め

る図書は、次に掲げるものとする。 

(1) 建築物の建築等又は工作物(建築物を除く。

以下同じ。)の建設等にあっては、次に掲げ

る図書 

ア 建築物の開口部の位置及び大きさ並び

に間取り並びに各部屋の用途又は工作物

の構造を表示する図面で縮尺200分の1

以上のもの 

イ 建築物の新築又は工作物の新設に際し、

樹木を植える場合にあっては、当該植樹

木の位置、樹種及び大きさを表示する図

面で縮尺200分の1以上のもの 

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める

図書 

 

(変更の届出) 

第 7条 法第 16条第2項の規定により条例で

定める変更の届出を必要とする事項は、設計又は

施行方法のうち、その変更により同条第1項の届

出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に

該当することとなるもの以外のものとする。 

 

(勧告) 

第 8条 市長は、法第16条第3項の規定によ

る勧告をしようとするときは、あらかじめ、大津

市景観審議会の意見を聴かなければならない。 

2 市長は、前項の勧告をした場合において必要

があると認めるときは、当該勧告を受けた者に

対し、当該勧告に基づき講じた措置について報

告させることができる。 

 

(届出を要しない行為) 

第 9条 法第 16条第7項第11号の条例で定

める行為は、次の各号のいずれかに該当する行為

とする。 

(1) 滋賀県風致地区内における建築等の規制

に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24

号)第 2条第 1項の規定による許可を受け、

又は同条第3項の規定による協議若しくは

同条例第3条の規定による通知をして行う

行為 
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(2) 大津市風致地区内における建築等の規制

に関する条例(平成16年条例第5号)第 2

条第1項の規定による許可を受け、又は同

条第3項の規定による協議若しくは同条例

第3条の規定による通知をして行う行為 

(3) 大津市伝統的建造物群保存地区保存条例

(平成元年条例第59号)第 4条第1項の規

定による許可を受け、又は同条例第6条の

規定による協議若しくは同条例第7条の規

定による通知をして行う行為 

(4) 古都における歴史的風土の保存に関する

特別措置法(昭和41年法律第1号)第 8条

第1項の規定による許可を受けて行う行為 

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第

13条第3項の規定による許可を受けて行

う行為 

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第 10

条の2第 1項、第34条第1項若しくは第

2項又は第49条第1項の規定による許可

を受けて行う行為 

(7) 工作物(次に掲げるものを除く。)の建設等 

ア 垣(生け垣を除く。)、さく、へい、擁壁

その他これらに類するもの 

イ 煙突又はごみ焼却施設 

ウ アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、

鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告

物法(昭和24年法律第189号)第2条第

1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広

告物」という。)及びサに該当するものを

除く。) 

エ 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに

類するもの(屋外広告物に該当するものを

除く。) 

オ 彫像その他これに類するもの(屋外広告

物に該当するものを除く。) 

カ 高架水槽 

キ 汚水又は廃水を処理する施設 

ク メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、

コースター、ウォーターシュートその他

これらに類する遊戯施設 

ケ アスファルトプラント、コンクリートプ

ラント、クラッシャープラントその他こ

れらに類する製造施設 

コ 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯

蔵する施設その他これらに類する施設 

サ 電気供給のための電線路、有線電気通信

のための線路又は空中線系(その支持物を

含む。) 

(8) 次に掲げる景観類型(景観計画に定めるも

のをいう。)ごとに、それぞれ定める行為 

ア 緑地景観及び低層住宅地景観 

(ア) 建築物(次に掲げるものに限る。)の

建築等 

a 高さが 10メートル以下で、かつ、

延床面積が500平方メートル以下

のもの 

b 外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更の場

合において、これらの行為に係る部

分の面積が10平方メートル以下の

もの 

(イ) 工作物(次に掲げるものに限る。)の

建設等 

a 高さが10メートル以下のもの 

b 外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更の場

合において、これらの行為に係る部

分の面積が10平方メートル以下の

もの 

c 前号サに掲げるもののうち、高さが

15メートル以下のもの 

(ウ) 面積が1,000平方メートル未満の

開発行為(都市計画法(昭和43年法律

第100号)第 4条第12項に規定する

開発行為をいう。以下同じ。) 

(エ) 第 5条に掲げる行為 

 

イ 中高層住宅地景観、一般市街地景観、沿

道市街地景観、準工業地景観及び近隣商

業地景観 

(ア) 建築物(次に掲げるものに限る。)の

建築等 

a 高さが 13メートル以下で、かつ、

延床面積が1,500平方メートル以

下のもの 

b 外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更の場

合において、これらの行為に係る部

分の面積が10平方メートル以下の

もの 

(イ) 工作物(次に掲げるものに限る。)の

建設等 

a 高さが13メートル以下のもの 

b 外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更の場

合において、これらの行為に係る部

分の面積が10平方メートル以下の

もの 

c 前号サに掲げるもののうち、高さが

15メートル以下のもの 
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(ウ) 面積が1,000平方メートル未満の

開発行為 

(エ) 第 5条に掲げる行為 

 

ウ 工業地景観及び商業地景観 

(ア) 建築物(次に掲げるものに限る。)の

建築等 

a 高さが 15メートル以下で、かつ、

延床面積が3,000平方メートル以

下のもの 

b 外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更の場

合において、これらの行為に係る部

分の面積が10平方メートル以下の

もの 

(イ) 工作物(次に掲げるものに限る。)の

建設等 

a 高さが15メートル以下のもの 

b 外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更の場

合において、これらの行為に係る部

分の面積が10平方メートル以下の

もの 

c 前号サに掲げるもののうち、高さが

15メートル以下のもの 

(ウ) 面積が1,000平方メートル未満の

開発行為 

(エ) 第 5条に掲げる行為 

 

エ 市街地水辺景観及び山岳水辺景観(水辺

景観特別地区(景観計画に定めるものをい

う。以下同じ。)以外の区域に限る。) 

(ア) 建築物(次に掲げるものに限る。)の

建築等 

a 新築、増築、改築又は移転の場合に

おいて、これらの行為に係る部分の

床面積の合計が10平方メートル以

下のもの(これらの行為をした後の

建築物の高さが5メートルを超える

こととなるものを除く。)(へいを除

く。) 

b 新築又は移転の場合において、高さ

が1.5メートル以下で、かつ、長さ

が10メートル以下のへい 

c 増築又は改築の場合において、これ

らの行為をした後の高さが1.5メー

トル以下で、かつ、長さが10メー

トル以下のへい 

d 外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更の場

合において、これらの行為に係る部

分の面積が10平方メートル以下の

もの 

(イ) 工作物(次に掲げるものに限る。)の

建設等 

a 前号アに掲げるもののうち、高さが

1.5メートル以下で、かつ、長さが

10メートル以下のもの 

b 前号イからカまで及びクからコま

でに掲げるもののうち、高さが5メ

ートル以下のもの 

c 前号キに掲げるもののうち、高さが

1.5メートル以下で、かつ、その築

造面積の合計が100平方メートル

以下のもの 

d 前号サに掲げるもののうち、高さが

10メートル未満のもの 

e 外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更の場

合において、これらの行為に係る部

分の面積が10平方メートル以下の

もの 

(ウ) 面積が1,000平方メートル未満の

開発行為 

(エ) 政令第4条第1号及び第5号に掲

げる行為 

(オ) 政令第4条第2号に掲げる行為(木

竹の植栽を除く。)のうち、次に掲げる

行為 

a 高さが 5メートル以下の木竹の伐

採 

b 林業を営むために行う木竹の伐採 

(カ) 政令第4条第4号に掲げる行為の

うち、次に掲げる行為 

a 高さが1.5 メートル以下で、かつ、

その堆積に係る部分の面積が100

平方メートル以下のもの 

b 堆積された物件を外部から見通す

ことができない場所での土石、廃棄

物、再生資源その他の物件の堆積 

c 土石、廃棄物、再生資源その他の物

件の堆積の期間が30日を超えて継

続しないもの 

 

オ 市街地水辺景観及び山岳水辺景観(水辺

景観特別地区の区域に限る。) 

(ア) 建築物(次に掲げるものに限る。)の

建築等 

a 新築、増築、改築又は移転の場合に

おいて、これらの行為に係る部分の
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床面積の合計が10平方メートル以

下のもの(これらの行為をした後の

建築物の高さが5メートルを超える

こととなるものを除く。)(へいを除

く。) 

b 新築又は移転の場合において、高さ

が1.5メートル以下で、かつ、長さ

が10メートル以下のへい 

c 増築又は改築の場合において、これ

らの行為をした後の高さが1.5メー

トル以下で、かつ、長さが10メー

トル以下のへい 

d 外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更の場

合において、これらの行為に係る部

分の面積が10平方メートル以下の

もの 

(イ) 工作物(次に掲げるものに限る。)の

建設等 

a 前号アに掲げるもののうち、高さが

1.5メートル以下で、かつ、長さが

10メートル以下のもの 

b 前号イからカまで及びクからコま

でに掲げるもののうち、高さが5メ

ートル以下のもの 

c 前号キに掲げるもののうち、高さが

1.5メートル以下で、かつ、その築

造面積の合計が100平方メートル

以下のもの 

d 前号サに掲げるもののうち、高さが

10メートル未満のもの 

e 外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更の場

合において、これらの行為に係る部

分の面積が10平方メートル以下の

もの 

(ウ) 面積が1,000平方メートル未満の

開発行為 

(エ) 政令第4条第1号に掲げる行為の

うち、切土又は盛土により生ずるのり

面の高さが1.5メートル以下で、かつ、

長さが10メートル以下のもので、こ

れらの行為に係る部分の面積が100

平方メートル以下のもの 

(オ) 政令第4条第2号に掲げる行為(木

竹の植栽を除く。)のうち、次に掲げる

行為 

a 高さが 5メートル以下の木竹の伐

採 

b 林業を営むために行う木竹の伐採 

(カ) 政令第4条第4号に掲げる行為

のうち、次に掲げる行為 

a 高さが1.5 メートル以下で、かつ、

その堆積に係る部分の面積が100

平方メートル以下のもの 

b 堆積された物件を外部から見通す

ことができない場所での土石、廃棄

物、再生資源その他の物件の堆積 

c 土石、廃棄物、再生資源その他の物

件の堆積の期間が30日を超えて継

続しないもの 

(キ) 政令第4条第5号に掲げる行為の

うち、盛土により生ずるのり面の高さ

が1.5メートル以下で、かつ、長さが

10メートル以下のもので、これらの

行為に係る部分の面積が100平方メ

ートル以下のもの 

附 則 

1 この条例は、平成18年 10月 1日から施行

する。 

2 この条例の施行の日前にふるさと滋賀の風景

を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24

号)第10条第1項及び第2項の規定に基づく

届出をした行為については、この条例の規定は、

適用しない。 
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